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第１章 計画の概要 

 

１ 策定の趣旨 

 

国は、東日本大震災を教訓に、平成２５（2013）年１２月に「強くしなやか

な国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法」（以

下「基本法」という。）を公布・施行し、平成２６（2014）年６月には「国土

強靱化基本計画」（以下「基本計画」という。）を策定するなど、大規模自然災

害等に備えた国土全域にわたる強靭な国づくりに向け、重点的に取り組んでい 

ます。 

また、栃木県においても、基本計画との調和を図りながら、平成２８(2016)

年２月に「栃木県国土強靭化地域計画」（以下「県地域計画」という。）を策定

し、県内における国土強靭化の取組を推進しています。 

このような中、本市においても、令和元年東日本台風等の教訓を踏まえ、  

国、県との連携のもと、災害に強いまちづくりを推進する必要があります。 

そこで、大規模自然災害が発生しても、市民の生命・財産を守るとともに、

地域や行政が機能不全に陥らない「強さ」と「しなやかさ」を兼ね備えたまち

づくりを総合的かつ計画的に推進するため、「足利市国土強靭化地域計画」（以

下「本計画」という。）を策定するものです。 

 

２ 計画の位置づけ 

 

（１）法的根拠 

  本計画は、基本法第１３条の規定に基づき、本市における国土強靭化に関

する施策を総合的かつ計画的に推進するための基本的な計画とします。 

 

（２）国県計画との関係 

   本計画は、基本法第１４条に基づき、基本計画との調和を確保すると 

ともに、県地域計画との調和も図ることで、より実効性あるものとします。 
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（３）足利市総合計画との関係 

   本計画の策定にあたっては、本市の最上位計画である「足利市総合計画

（以下「総合計画」という。）との整合を図り、国土強靭化の観点から、   

足利市地域防災計画をはじめとする各分野別計画等の指針となるものとし 

ます。 

   なお、令和４（2022）年度から第８次総合計画がスタートすることから、

その策定状況を踏まえ、必要に応じ本計画の見直しを行います。 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 計画期間 

 

  本計画の計画期間は、令和３（2021）年度から令和７（2025）年度までの

５年間とします。 

 

 

調和 

 

 

基 本 計 画 

足利市国土強靭化 

地域計画 
総合計画 整合 

 

 

基本指針 

（各分野別計画） 

地域防災計画 〇〇計画 △△計画 ●●計画 ▲▲計画 ・・・・ 

県地域計画 
 

調
和 

調
和 

国土強靭化の観点からの指針 

調
和 

調
和 

基 本 法 
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第２章 本市の概況と特性 

 

１ 自然的条件 

 

（１）地勢 

本市は、栃木県の南西部に位置し、東・北は佐野市、西は群馬県桐生市、 

南は群馬県太田市、館林市及び邑楽郡邑楽町に接しています。 

市の東、西、南の三方は平野部からなり、北は山地丘陵地が分布して   

います。 

市の中央を一級河川渡良瀬川が流れるほか、多くの中小河川が流れて  

  います。 

 

市の位置 

（足利市役所） 

東経：１３９度２７分 

北緯：  ３６度２０分 

市の面積 
１７７．７６㎞２ 

（東西１８．８ｋｍ、南北１９．１ｋｍ） 

海  抜 ３４．５４ｍ 

主 な 山 仙人ヶ岳、赤雪山、深高山、石尊山、他 

主 な 川 
渡良瀬川、桐生川、矢場川、旗川、袋川、松田

川、名草川 他 

 

（２）地震環境 

 

  ア 活断層型地震 

 足利市周辺に存在する活断層は、深谷断層、内ノ籠断層が比較的近くに 

分布し、その距離は概ね２０～３０ｋｍです。 

 深谷断層等を含む関東平野北西縁断層帯は主部が約８２ｋｍにわたり、  

   一度に活動した場合はマグニチュード８．０程度の地震となる可能性が  

   ありますが、発生確率は低いとされています。 

 平成２９（2017）年２月に大久保断層が主要活断層に追加されたため、 

国の地震調査研究推進本部の今後の研究に留意する必要があります。 

（参考：足利市地域防災計画） 
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イ 海溝型地震 

 海溝型地震（プレート境界で発生する地震）では、大正１２（1923）年 

の関東地震（震源：相模トラフ）があげられますが、本市域での被害は記 

録されておらず、海溝型地震による影響は東北地方太平洋沖地震が過去 

最大級（本市での震度 震度５強）と考えられます。 

（参考：足利市地域防災計画） 

 

（３）気象状況 

気象庁ホームページに掲載されているアメダス足利観測所における日降

水量の記録を見ると、観測史上１～１０位のうち、半数が最近１０年間のも

のであり、集中豪雨の危険性が高まっているといえます。 

昭和２２（1947）年のカスリーン台風以来の大災害となった令和元年東日 

本台風では、１０月１２日に足利観測所史上最大となる２５３．０ｍｍの日 

降水量がありました。 

 

アメダス足利観測所における日降水量（観測史上１～１０位） 

順位 日降水量（mm） 年月日 

１ ２５３．０ 令和 元（２０１９）年１０月１２日 

２ ２０３．０ 平成２３（２０１１）年 ７月１９日 

３ １７５ 平成１０（１９９８）年 ８月３０日 

４ １６８．０ 平成２７（２０１５）年 ７月１６日 

５ １６２ 昭和５７（１９８２）年 ９月１２日 

６ １４８．０ 平成２５（２０１３）年１０月１６日 

７ １４７ 昭和６１（１９８６）年 ８月 ４日 

８ １３７．０ 平成２６（２０１４）年 ６月 ８日 

９ １３２ 平成 ３（１９９１）年１０月１１日 

１０ １３１ 平成 ３（１９９１）年 ８月２０日 

  （注）平成２０（2008）年以降は小数第一位まで表示するようになった。 

   （参考：気象庁ホームページ） 

 

 

 

 

 



 

5 

 

２ 社会的状況 

 

（１）人口動態 

 

ア 人口・世帯数 

推計人口によると、本市の人口は平成２（1990）年の１６８，０００人 

   超をピークに以後減少傾向にあり、令和２年１１月１日現在の人口は   

１４３，２７１人、世帯数は６２，０５７世帯です。 

 

現市域の人口と推移 

（出典：平成２７年国勢調査結果報告書 足利市の人口（平成３１年）） 

 

イ 年齢別 

住民基本台帳人口（日本人）によると、令和２（2020）年１１月１日現 

在の世代別比率は、年少人口（０～１４歳）１０．６％、生産年齢人口  

（１５～６４歳）５６．０％、高齢者人口（６５歳以上）３３．４％とな 

っており、少子高齢化に伴い、年少人口比率及び生産年齢人口比率は減少 

傾向にあります。 

一方、高齢者人口比率は増加傾向にあり、地区別では久野地区が    

４３．７％と高く、次いで名草地区４３．１％、三和地区４０．４％で、 
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高齢化の進行が著しい状況です。 

また、市元気高齢課の資料によると、令和２（2020）年１０月１日現在 

の６５歳以上のひとりぐらし高齢者数は５，７３８人、高齢夫婦世帯（夫 

６５歳以上、妻６０歳以上の夫婦のみの世帯）は９，１２１世帯で、市内 

の約２割強が高齢者のみの世帯となっています。 

 

       

ウ 外国人数 

令和２（2020）年１１月１日現在の市内在住の外国人は４，９２２人 

で、ベトナム（８８２人）、スリランカ（８３４人）、中国（６３６人）、 

フィリピン（５８２人）国籍の外国人が多く在住しています。 

 

（２）交通・産業・建築物等の状況 

 

ア 交通 

 

（ア）道路 

本市は、一般国道５０号、主要地方道桐生岩舟線がそれぞれ渡良瀬

川の左右岸の東西方向を結び、一般国道２９３号、主要地方道足利太

高齢者 
人口比率 

年齢３区分別人口比率の推移 

（出典：平成２７年国勢調査結果報告書 足利市の人口（平成３１年）） 
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田線などの道路が市の中心部から放射状に延びて近隣都市と結ばれて

います。さらには、これらの道路と市内を環状に結ぶ主要地方道足利

環状線が接続し、幹線道路網を構成しているほか、市北部の中山間地

は、一般県道名草小俣線、一般県道松田葉鹿線、一般県道松田大月線

が各集落を結んでいます。 

また、市内を横断する北関東自動車道は、北関東の主要都市間を結

んでいるほか、東北、関越、常磐の各高速道路とも接続しており、広

域的な道路ネットワークの一部を担っています。 

なお、北関東自動車道、一般国道５０号、一般国道２９３号、主要

地方道足利太田線、主要地方道桐生岩舟線及び主要地方道足利環状線

（一部）等が、県の緊急輸送道路に指定されています。 

 

 

緊急輸送道路ネットワーク図 

（出典：足利市地域防災計画） 
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（イ）鉄道 

市の中心部を東西に通るＪＲ両毛線は、東北新幹線と上越新幹線を 

    結んでいます。この路線は市内に５つの駅があり、このうち乗車人員 

が最も多いのは足利駅で、一日平均約３，２００人です。 

また、東武伊勢崎線は本市と東京を直接結ぶ重要な幹線となってお 

り、市内に５つの駅があります。このうち乗降人員が最も多いのは足利 

市駅で、一日平均約６，０００人です。 

 災害により鉄道が長時間停止した場合には、これらの旅客が滞留し 

帰宅困難となる可能性があります。 

 

イ 産業 

本市の伝統的産業である織物産業は、近年においてもデザイン力、技 

   術力、人材力により新たな製品開発を行うなど積極的な取り組みを行っ 

ています。現在では繊維とともに機械、金属、プラスチックなど多様なも 

のづくりが行われています。また、山間地では林業が、平野部では農業が 

営まれており総合的な産業都市として発展しています。 

平成２８年経済センサス（活動調査）によると、市内で最も事業所数が 

多いのは、卸売・小売業で２３．９％、次いで、製造業１９．４％、宿泊・ 

飲食サービス業１１．１％となっています。 

従業員数では、製造業が２８．４％で最も多く、次いで、卸売・小売業 

１８．２％、医療・福祉１４．７％となっています。 

地区別の従業者数では、市の中心部である足利駅周辺の旧市地区が多く 

２０．２％、次いで、足利市駅南部である山辺地区の１７．３％となって 

います。 

 

ウ 住宅 

  平成３０年住宅・土地統計調査によると、市内の住宅は７２，９１０戸 

あり、居住世帯があるすべての住宅は５８，０００戸です。このうち、木 

造住宅は４６，２３０戸あり、耐震基準改正前に建てられた住宅は、その 

うちおおむね３割となっています。 
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  エ 公共施設 

 

（ア）建築物系公共施設 

   足利市公共施設等総合管理計画（平成２８年３月）によれば、本市の 

建築物系公共施設は、２９４施設、６７０棟、総延床面積約５９．８   

万㎡です。 

 そのうち、多くが指定避難所とされている「学校施設」が３２・９％ 

と最も大きな割合を占め、次いで、「公営住宅」の３０．４％、「市民文 

化系施設」の８．５％の順となっています。 

     それらの整備は、昭和４０年代後半をピークとした高度経済成長期 

に集中的に行われたため、老朽化が進行しています。 

 

         建築物系公共施設の建築年度別延床面積 

（出典：足利市公共施設等総合管理計画（平成２８年３月）） 
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  （イ）インフラ系公共施設 

     令和元年度末時点で本市が有するインフラ系公共施設の現況は次表 

のとおりであり、そのうち、年度ごとの整備量が把握できている「橋り 

ょう」「上水道」「下水道」の年度別整備量の状況は①～③のとおりです。 

 

インフラ系公共施設の現況 

   

種 別 現 況 

道 路 

一 般 道 路 

実 延 長 合 計： １，３２４，０１２ｍ 

自転車歩行者道 

実 延 長 合 計：    １１，８３２ｍ 

橋 り ょ う 

コンクリート橋：    ４３，９１２㎡ 

鋼     橋：     ４，２８１㎡ 

石     橋：       １２９㎡ 

木橋・その他：     ３，０４１㎡ 

上 水 道 
導 水 管：     ７，２５６ｍ 
送 水 管：    ２５，３４７ｍ 
配 水 管：   ９７１，５７１ｍ 

下 水 道 

コンクリート管：   １６１，０９９ｍ 

陶     管：   ４７５，５７０ｍ 

塩 ビ 管：    ８０，６１４ｍ 

更 生 管：    ２１，０６４ｍ 

そ の 他：     ４，３６６ｍ 

公 園 

総 合 公 園：    １９．４２ｈａ 

運 動 公 園：    ２３．５１ｈａ 

地 区 公 園：    ２１．３４ｈａ 

近 隣 公 園：    ２１．０２ｈａ 

街 区 公 園：    １４．９０ｈａ 

都 市 緑 地：    ７８．０３ｈａ 

（令和元（2019）年度末時点） 
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   ① 橋りょう 

本市の橋りょうは、社会基盤の整備に伴い古くから整備されはじめ、 

橋りょうの更新の目安である建設後６０年を超えているものは、全体 

の４．３％あります。 

 

 

 

② 上水道（管路） 

本市の上水道は、人口の増加に伴って多くが昭和５０年代以降に整 

備されています。上水道の更新の目安である建設後４０年を超えてい 

るものは、全体の１９．４％あり、今後も徐々に更新時期を迎えるも 

のが増えていきます。 

 

 

橋りょうの年度別整備量（参考：令和元年度までの決算資料） 

 

上水道の年度別整備延長（参考：令和元年度までの決算資料） 
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③ 下水道（管路） 

本市の下水道は、昭和３９年から整備されており、更新の目安であ 

る建設後５０年を超えるものは、全体の３．４％あります。今後も徐 

々に更新時期を迎えるものが増えていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下水道の年度別整備延長（参考：令和元年度までの決算資料） 
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３ 想定される大規模自然災害 

 

（１）風水害 

  ア 水害 

「水防法」による洪水予報河川である渡良瀬川、桐生川及び袋川並びに 

水位周知河川である旗川及び矢場川のほか、多くの河川が流れる本市で 

は、台風や集中豪雨等により各河川が氾濫した場合、広範囲かつ甚大な 

浸水被害が想定されます。 

 

イ 土砂災害 

「土砂災害防止法」に基づき県が指定する「土砂災害警戒区域」が市

内に５００箇所超あり、北部の中山間地域を中心に土砂災害による被害

の発生が想定されます。 

 

【参考】令和元年東日本台風による被害の状況 

発災日：令和元（2019）年１０月１２日～１３日  

降水量：１０月１２日 ２５３．０ｍｍ 

被害の種別 状況 

人的被害 死亡１名、中等症２名 

住家被害 

大 規 模 半 壊      ６２件 

半      壊     ３７１件 

一部損壊（準半壊）      ８件 

一部損壊（１０％未満）    ４０４件 

道路冠水等 ２７１件 

そ の 他 

非 住 家 被 害     ４５件 

崖（土砂）崩れ     ５１件 

河 川 被 害     ６９件 

橋 り ょ う 被 害     １２件 

排水・用水等溢水    １１６件 

倒      木     １１件 

そ の 他    １２１件 

      （令和２（2020）年１１月３０日現在） 
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  ウ 竜巻等 

    本市での竜巻等による災害履歴としては、ダウンバーストに伴う突風 

   被害などが挙げられ、今後も突発的な災害発生が想定されます。 

 

【参考】平成２３（2011）年の突風による被害の状況 

発災日：６月２１日 

被害の種別 状況 

住家等被害 
一部損壊 住 家１６棟 

非住家２９棟 

そ の 他 停電被害及びビニールハウスの倒壊・破損等 

（参考：足利市地域防災計画） 

 

  エ 雪害 

    本市での降雪量は例年多くはないものの、平成２６（2014）年２月には 

２回の大雪に見舞われていることから、今後も想定される災害と言え  

ます。 

 

【参考】平成２６（2014）年の雪害による被害の状況 

発災日：２月 ８日～ ９日（最高積雪高３６㎝） 

２月１４日～１５日（最高積雪高３０㎝） 

被害の種別 状況 

人的被害 
中等症３名、軽傷１名（８日～９日） 

中等症１名、軽傷３名（１４～１５日） 

そ の 他 

農作業施設被害３１棟（８日～９日） 

住 家 被 害 ５棟（１４～１５日） 

非 住 家 被 害 ３棟（   〃   ） 

文教施設被害 ４棟（   〃   ） 

農作業施設被害９９棟（   〃   ） 

（参考：足利市地域防災計画） 
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（２）震災 

  ア 栃木県地震被害想定調査 

    平成２５（2013）年度に行われた調査結果では、想定地震ごとに地震の 

規模や被害想定が示されています。 

項目 

①直下地震 ②近隣地震 ③遠方地震 

足利市直下震 
（Ｍ６．９） 

関東平野北西縁 
断層帯 

（Ｍ８．０） 

東京湾北部地震
（Ｍ７．３） 

最大震度 ６強 ６強 ５強 

建物被害 全  壊 ８，９８０棟  ３，６９８棟 ８７棟 

   １０．４３％ ４．２９％ ０．１％   

  半  壊 １６，２５０棟 １１，９８４棟 ２８０棟 

   １８．８７％ １３．９１％ ０．３３％ 

上 水 道 断  水 １０６，３８６人  ８９，８５２人 ０人 

  ７０．５１％ ５９．５５％ ０．００％ 

人的被害 死  者 ５７８人 ２２４人  ０人 

   ０．３８％ ０．１５％ ０．００％  

  負 傷 者 ４，７４６人 ２，９１７人 １３人 

   ３．１５％ １．９３％ ０．０１％  

避難者数 避 難 所 １８，０７５人 ８，７９４人 １４８人 

(当日・  １１．９８％ ５．８３％ ０．１０％ 

１日後) 避難所外 １２，０５０人 ５，８６２人 ９９人 

   ７．９９％ ３．８９％ ０．０７％  

 
避 難 者 

合  計 
３０，１２５人 １４，６５６人 ２４７人 

  １９．９７％ ９．７１％ ０．１６％ 

（注）①～③は、平成２５年度に栃木県が実施した地震被害想定調査による 

  建物被害・人的被害は冬：深夜風速１０ｍ／ｓ、上水道は冬：１８時風速 

１０ｍ／ｓを想定。 

   建物棟数と人口の割合は平成２６年１月１日現在のもので算出 

   建物棟数：８６，１３２棟 ／ 人口：１５０，８７４人 

（出典：足利市地域防災計画） 
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イ 首都直下地震 

国は、首都直下地震が発生した際に震度６弱以上になる地域を首都直 

下地震緊急対策区域として指定しており、栃木県内では当市を含む６市 

１町が指定されています。 

 

【参考】東北地方太平洋沖地震（東日本大震災）による被害の状況 

    発災日：平成２３（2011）年３月１１日 

震 度：５強（足利市） 

被害の種別 状況 

住家被害 

全   壊     １件 

大規模半壊     １件 

半   壊    １０件 

一 部 損 壊 ３，２３７件 

その他 

長時間に及ぶ停電や断水、ＪＲと東武鉄道の列車

停止、エレベーターでの閉じ込め、電話の輻輳等

が発生したほか、計画停電や燃料の調達困難によ

る混乱 

（参考：足利市地域防災計画） 
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第３章 地域計画策定の基本的な考え方 

 

１ 基本理念 

  災害が比較的少ないといわれる本市においても、最近１０年間で東日本大 

 震災（平成２３（2011）年）、令和元年東日本台風に見舞われています。 

  特に令和元年東日本台風は、昭和２２(1947)年のカスリーン台風以来とな 

る甚大な被害を本市にもたらすとともに、様々な課題があらためて浮き彫りに 

なりました。 

 それらの課題を改善し、強くしなやかな地域づくりを進めるためには、  

行政によるハード・ソフト両面での防災減災対策を推進するほか、市民、事業 

者自らによる取組の促進と相互の連携強化が必要です。 

そこで、本計画の基本理念を次のとおり設定し、本市における国土強靭化の 

施策を推進します。 

 

 

    

 

 

２ 基本目標 

本計画が目指す基本目標は、基本計画及び県地域計画を踏まえ、次のとおり

とします。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 いかなる災害等が発生しようとも、 

 ① 人命の保護が最大限図られること 

 ② 市及び地域社会の重要な機能が致命的な障害を受けず維持されること 

 ③ 市民の財産及び公共施設に係る被害の最小化 

 ④ 迅速な復旧復興 

 

市民・事業者・行政の主体性と連携で取り組む安全安心なまちづくり 
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３ 基本方針 

  国土強靭化に関する施策の策定及び実施にあたっては、国土強靭化の推進

を図る上で必要な事項を明らかにするため、大規模自然災害等に対する脆弱

性の評価（以下「脆弱性評価」という。）を行うこととされています。（基本法

第９条） 

  そこで、本計画においても脆弱性評価を行い、推進すべき施策を検討します。 

  また、施策の推進にあたっては、基本法のほか、基本計画及び県地域計画の

基本方針並びに本計画の基本理念を踏まえ、次の点に留意することとします。 

 

① 人口減少や高齢化の更なる進展、気候変動等による気象の変化、各種社 

 会資本の老朽化など、社会経済情勢を踏まえます。 

② 女性、高齢者、子ども、障がい者、外国人等に十分配慮します。 

  ③ 市民、事業者、関係機関等との適切な連携・役割分担を考慮します。 

④ 「ハード対策」「ソフト対策」を適切に組み合わせます。 

  ⑤ 平常時における市民生活の安全・安心や生活の豊かさの向上等にも資 

するよう留意します。 

  ⑥ 選択と集中による施策の重点化並びに既存の社会資本及び民間活力の 

活用を図ります。 
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第４章 脆弱性評価 

 

１ 脆弱性評価の考え方 

  基本法第９条では、国土強靭化の推進を図る上で必要な事項を明らかにす

るため、大規模自然災害等に対する脆弱性評価を行うこととされています。 

そこで、本計画においても、以下の手順により脆弱性評価を行い、推進すべ

き施策を検討します。 

  

◆脆弱性評価の手順 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 想定するリスク 

  基本計画及び県地域計画では、大規模自然災害全般を想定するリスクとし

て設定しています。 

  本計画では、国、県が想定する大規模自然災害のうち、本市で想定される地 

 震及び水害、土砂災害、竜巻、雪害等の風水害を想定するリスクとして設定し 

 ます。 

       

想 定 す る リ ス ク の 設 定 

事 前 に 備 え る べ き 目 標 及 び リ ス ク シ ナ リ オ の 設 定 

リスクシナリオを回避するために必要な施策分野の設定 

リ ス ク シ ナ リ オ を 回 避 す る た め の 現 状 分 析 ・ 評 価 
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３ 事前に備えるべき目標及びリスクシナリオ 

  基本計画及び県地域計画を踏まえた上で、本市の地域特性を考慮し、次表の 

とおり、「事前に備えるべき目標」８項目及び「リスクシナリオ（起きてはな 

らない最悪の事態）」２７項目を設定します。 

 

本計画における事前に備えるべき目標及びリスクシナリオ 

事前に備えるべき 
目標 

NO 起きてはならない最悪の事態 

１ 
直接死を最大
限防ぐこと 

１-１ 
住宅・建物等の複合的・大規模倒壊や不特定多数
が集まる施設の倒壊、住宅密集地や不特定多数が
集まる施設における火災による死傷者の発生 

１-２ 
河川の大規模氾濫等に伴う広域かつ長期的な市
街地等の浸水による多数の死傷者の発生 

１-３ 大規模な土砂災害による多数の死傷者の発生 

１-４ 暴風雨や豪雪等に伴う多数の死傷者の発生 

１-５ 
情報伝達の不備等による避難行動の遅れ等で多
数の死傷者の発生 

２ 

救助・救急、医
療活動等が迅
速に行われる
とともに、被災
者等の健康・避
難生活環境を
確実に確保す
ること 

２-１ 
被災地での食料・飲料水・電力・燃料等、生命に
関わる物資・エネルギーの供給の長期停止 

２-２ 多数かつ長期にわたる孤立地域等の同時発生 

２-３ 
消防等の被災等による救助・救急活動等の絶対的
不足 

２-４ 
救助・救急、医療活動のためのエネルギー供給の
長期途絶、医療施設及び関係者の絶対的不足・被
災、支援ルートの途絶による医療機能の麻痺 

２-５ 
想定を超える大量かつ長期の帰宅困難者の発生、
混乱 

２-６ 
被災地における疫病・感染症等の大規模発生、劣
悪な避難生活環境及び不十分な健康管理による
多数の被災者の健康状態の悪化・死者の発生 



 

21 

 

３ 
必要不可欠な
行政機能は確
保すること 

３-１ 市職員・施設等の被災による大幅な機能低下 

４ 

必要不可欠な
情報通信機能・
情報サービス
は確保するこ
と 

４-１ 
防災・災害対応に必要な通信インフラの麻痺・機
能停止による災害情報等の伝達不能 

５ 

経済活動（サプ
ライチェーン
を含む）を機能
不全に陥らせ
ないこと 

５-１ 
サプライチェーンの寸断等による企業の経済活
動の停滞 

５-２ 
基幹的陸上交通ネットワークの機能停止による
物流・人流への甚大な影響 

５-３ 食料等の安定供給の停滞 

６ 

ライフライン、
燃料供給関連
施設、交通ネッ
トワーク等の
被害を最小限
に留めるとと
もに、早期復旧
を図ること 

６-１ 
電力供給ネットワークや都市ガス供給、石油・ 
ＬＰガスサプライチェーンの機能停止 

６-２ 
上水道、汚水処理施設等の長期間にわたる供給及
び処理の停止 

６-３ 
基幹的交通から地域交通網まで、交通インフラの
長期間にわたる機能停止 

７ 

制御不能な複
合災害・二次災
害を発生させ
ないこと 

７-１ 
ため池、防災施設等の損壊・機能不全や堆積した
土砂の流出による多数の死傷者の発生 

７-２ 有害物質の大規模拡散・流出による荒廃 

７-３ 農地・森林等の被害による荒廃 

８ 

社会・経済が迅
速かつ従前よ
り強靭な姿で
復興できる条
件を整備する
こと 

８-１ 
大量に発生する災害廃棄物の処理の停滞により
復旧・復興が大幅に遅れる事態 

８-２ 
復興を支える人材等（専門家、コーディネーター、
労働者、地域に精通した技術者等）の不足により
復興ができなくなる事態 

８-３ 
貴重な文化財の喪失、地域コミュニティの崩壊等
による有形・無形の文化の衰退・損失 
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８-４ 
事業用地の確保、仮設住宅・仮店舗・仮事業所等
の整備が進まず復興が大幅に遅れる事態 

８-５ 
生産力の回復の遅れ、大量失業・倒産等による経
済等への甚大な影響 

 

４ リスクシナリオを回避するために必要な施策分野 

  脆弱性の評価及び施策の検討は、本市のあらゆる行政分野から行う必要が

あります。 

  また、本計画の策定にあたっては、本市の最上位計画である総合計画との整

合を図ることとしています。 

そこで本計画では、総合計画において設定されている６分野を、リスクシナ

リオを回避するために必要な施策分野として設定します。 

 

リスクシナリオを回避するために必要な施策分野 

①教育・文化 ④都 市 基 盤 

②産業・観光 ⑤環境・安全 

③健康・福祉 ⑥都 市 経 営 

 

 

５ リスクシナリオを回避するための現状分析・評価 

本計画で設定する２７項目のリスクシナリオを回避し、事前に備えるべき目

標を達成できるようにするために必要な事項について、各施策分野から現状分

析及び評価を行い、次頁以降のとおり課題を整理しました。 
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１ 耐震等対策 

（１）住宅・建築物の耐震化 

住宅・建築物の地震による倒壊に伴う人的被害を防ぐため、耐震化の促進を

図る必要があります。 

また、特定天井、外壁、窓ガラス、ブロック塀等についても、耐震対策を促

進する必要があります。 

⇒第５章 施策分野ごとの推進方針 

４ 都市基盤（２）耐震等対策 ① 住宅・建築物の耐震化 

（２）社会福祉施設の耐震化等 

避難行動要支援者を含む要配慮者が利用する社会福祉施設では、地震や 

火災が発生すると多くの人命に関わるため、耐震化等の防災対策を促進する

必要があります。 

⇒第５章 施策分野ごとの推進方針 

３ 健康・福祉（１）耐震等対策 ① 社会福祉施設の耐震化等 

２ 応急危険度判定体制 

（１）建築物の応急危険度判定体制 

大規模地震発生時では、市の防災拠点施設や避難所をはじめとする建築物

の安全確認を速やかに行わなければならないことから、県や建築士会等の関

係団体と協力し、被災建築物の応急危険度判定士の人員確保と資質向上を図

る必要があります。 

⇒第５章 施策分野ごとの推進方針 

４ 都市基盤（２）耐震等対策 ② 応急危険度判定体制の整備 

（２）被災宅地の危険度判定体制 

大規模な地震又は降雨により宅地が大規模かつ広範囲に被災した場合に、

速やかに当該地の安全確認を行えるようにするため、危険度判定等に対する 

事前に備えるべき目標１ 

直接死を最大限防ぐこと 

 

リスクシナリオ１－１ 

住宅・建物等の複合的・大規模倒壊や不特定多数が集まる施設の倒壊、

住宅密集地や不特定多数が集まる施設における火災による死傷者の発生 
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組織づくりを行う必要があります。 

⇒第５章 施策分野ごとの推進方針 

４ 都市基盤（２）耐震等対策 ② 応急危険度判定体制の整備 

３ 社会資本等の老朽化対策 

高度経済成長期に整備された社会資本等が、今後一斉に老朽化していくこ

とが見込まれることから、「足利市公共施設等総合管理計画」等に沿って適切

な維持管理等を行う必要があります。 

⇒第５章 施策分野ごとの推進方針 

６ 都市経営（２）行政運営 ① 社会資本等の老朽化対策 

４ 防火地域等の見直し 

市街地の住宅密集区域における火災発生時において、火災の延焼を防止で

きるよう建築物の不燃化を促進するため、防火地域及び準防火地域の見直し

を行う必要があります。 

⇒第５章 施策分野ごとの推進方針 

４ 都市基盤（１）都市計画 ③ 防火地域等の見直し 

５ 空き家対策 

災害発生時の倒壊等による危険を防ぐため、管理が不十分な老朽空家等に

ついて、除却や適正管理の指導等の対策を進める必要があります。 

⇒第５章 施策分野ごとの推進方針 

４ 都市基盤（３）空き家対策 ① 空き家対策 

６ 市街地整備等 

（１）市街地整備 

災害に対する予防や発生時の応急対策、速やかな復旧復興に資するため、 

市街地の整備を推進する必要があります。 

⇒第５章 施策分野ごとの推進方針 

４ 都市基盤（４）市街地整備 ① 市街地整備 

（２）オープンスペースの確保 

発災後の火災による延焼防止や避難者の安全確保を図るため、また、復旧復

興時の仮設住宅等建設用地等として活用できるようにするため、オープンス

ペースを計画的に確保する必要があります。 

⇒第５章 施策分野ごとの推進方針 

４ 都市基盤（１）都市計画 ② オープンスペースの確保 
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７ 消防力の充実強化 

大規模災害発生時に消防力が維持され、消火、救急活動や人命救助等を迅速

的確に行うため、消防防災施設等の一層の充実及び適切な維持管理や消防団

員の確保、資質の向上等、消防力の充実・強化を図る必要があります。  

また、本市の消防だけでは、対応困難な災害が発生した場合に備え、緊急消

防援助隊等の広域的な消防応援受入体制の整備を促進する必要があります。 

⇒第５章 施策分野ごとの推進方針 

５ 環境・安全（１）消防・火災予防 ① 消防力の充実強化 

８ 火災予防対策 

平常時から市民の防火意識を高めるため、啓発等を強化する必要があり 

ます。      

⇒第５章 施策分野ごとの推進方針 

５ 環境・安全（１）消防・火災予防 ② 火災予防対策 

９ 地域防災力の向上 

（１）防災意識の高揚・事前防災の促進 

大地震や風水害から市民の生命財産を守るためには、まずは、市民１人ひと 

りによる日頃の備えが重要であることから、各種広報媒体や出前講座等に 

より、地震に備えた家具転倒防止措置、風水害に備えた避難経路等の確認、 

非常用物資の備蓄等、防災意識の高揚を図る必要があります。 

⇒第５章 施策分野ごとの推進方針 

５ 環境・安全（２）地域防災・危機管理 ① 防災意識の高揚・事前防災の促進 

６ 都市経営（１）市民参画・市民活動 ① 広報の充実 

（２）自主防災会の育成 

全自主防災会において、大規模災害発生時にも地域住民による助け合いが

円滑に行えるようにするため、防災訓練の促進、防災リーダーの育成等、自主

防災会の育成・充実を推進する必要があります。 

⇒第５章 施策分野ごとの推進方針 

５ 環境・安全（２）地域防災・危機管理 ② 自主防災会の育成 

（３）要配慮者利用施設の防災力向上 

大規模な災害発生時に迅速かつ的確に防災活動や避難行動が行えるよう、  

要配慮者利用施設における防災計画の作成、防災教育、防災訓練、非常用物資

の備蓄等を促進する必要があります。 
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⇒第５章 施策分野ごとの推進方針 

１ 教育・文化（１）防災教育 ① 要配慮者利用施設（小中学校）の防災力向上 

３ 健康・福祉（２）要配慮者支援 ① 要配慮者利用施設（福祉・医療施設）の 

防災力向上 

（４）避難行動要支援者対策 

災害発生時の一連の行動に支援を必要とする高齢者や障がい者等の避難行

動要支援者の安全を確保するため、避難行動要支援者名簿の作成や情報伝達、

避難誘導等の迅速な対応が可能な体制整備が必要です。 

⇒第５章 施策分野ごとの推進方針 

３ 健康・福祉（２）要配慮者支援 ② 避難行動要支援者対策 

（５）外国人支援 

 大規模災害発生時に、日本語による防災情報の理解が困難な外国人の 

安全を確保するため、支援体制の整備を進める必要があります。 

また、災害時における外国人支援の必要性に関する住民への意識啓発や外

国人住民の防災意識の向上を図る必要があります。   

⇒第５章 施策分野ごとの推進方針 

１ 教育・文化（２）外国人支援 ① 外国人支援 
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１ コンパクトプラスネットワークによるまちづくりの推進 

激甚化する自然災害に備え、災害リスクの低いエリア及び災害対策を講じ

たエリアに居住の誘導を行う必要があります。 

⇒第５章 施策分野ごとの推進方針 

４ 都市基盤（１）都市計画 ① コンパクトプラスネットワークによるまち               

づくりの推進 

２ 中橋の架け替え 

中橋取り付け部付近は堤防より低く、渡良瀬川の増水の際には越水する可

能性があるため、中橋の架け替えを推進する必要があります。 

⇒第５章 施策分野ごとの推進方針 

４ 都市基盤（６）河川・浸水対策 ① 中橋の架け替え 

３ 河川・排水路の治水対策 

 大雨等に起因する市街地等の浸水リスクを低減するため、国、県と連携し、

河川整備を着実に推進する必要があります。 

また、溢水を予防するため、河川及び排水路の適切な維持管理を行う必要が

あります。 

⇒第５章 施策分野ごとの推進方針 

４ 都市基盤（６）河川・浸水対策 ② 河川・排水路の治水対策 

４ 河川管理施設の長寿命化対策 

市が管理する堤防・護岸、樋門・樋管等の計画的な維持管理を実施するとと

もに、施設の長寿命化対策を行う必要があります。 

⇒第５章 施策分野ごとの推進方針 

４ 都市基盤（６）河川・浸水対策 ③ 河川管理施設の長寿命化対策 

 

 

事前に備えるべき目標１ 

直接死を最大限防ぐこと 

 

リスクシナリオ１－２ 

河川の大規模氾濫等に伴う広域かつ長期的な市街地等の浸水による多数

の死傷者の発生 
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５ 市街地等の排水対策 

市街地等における浸水多発地域の被害軽減のため、雨水対策施設を整  

備するほか、雨水管理、整備に関係する各河川等管理者により、総合的な雨水

対策計画を策定する必要があります。また、事業者等に対し、適切な雨水流出

調整を指導する必要があります。 

⇒第５章 施策分野ごとの推進方針 

４ 都市基盤（６）河川・浸水対策 ④ 市街地等の排水対策 

６ 防災情報収集・発信体制の強化 

（１）防災情報収集体制の強化 

災害の状況や市内の被災状況等を的確に把握することで、必要な対応を迅

速に行えるよう、情報通信技術（ＩＣＴ）等の活用や関係機関との連携により、

被害や避難者の発生状況、雨量や河川水位の状況、水門・樋管の操作状況等の

防災情報を収集するための体制強化を図る必要があります。 

⇒第５章 施策分野ごとの推進方針 

５ 環境・安全（２）地域防災・危機管理 ④ 防災情報収集体制の強化 

（２）防災情報発信体制の強化 

避難情報等の防災情報を迅速かつ確実に市民や関係機関・団体等に発信す

ることで、市民等の安全な避難行動等に役立てるため、防災情報の発信体制を

強化する必要があります。 

⇒第５章 施策分野ごとの推進方針 

５ 環境・安全（２）地域防災・危機管理 ⑤ 防災情報発信体制の強化 

６ 都市経営（１）市民参画・市民活動 ① 広報の充実 

７ 災害リスクに係る市民への周知・啓発 

市民１人ひとりが自らの生命財産を守るための行動を的確に行えるように

するためには、平常時から地域の災害リスクを認識しておくことが重要であ

ることから、ハザードマップの更新を行うことで、最新の災害リスク情報を提

供し、その有効活用を支援する必要があります。 

⇒第５章 施策分野ごとの推進方針 

５ 環境・安全（２）地域防災・危機管理 ③ 災害リスクに係る市民への周知 

・啓発 
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８ 避難所対策 

最新の浸水想定区域及び土砂災害警戒区域を考慮の上、市民が安全に避  

難できるよう指定避難所等を再検討する必要があります。 

⇒第５章 施策分野ごとの推進方針 

５ 環境・安全（２）地域防災・危機管理 ⑥ 避難所対策 

９ 消防力の充実強化《再掲》 

大規模災害発生時に消防力が維持され、消火、救急活動や人命救助等を迅速

的確に行うため、消防防災施設等の一層の充実及び適切な維持管理や消防団

員の確保、資質の向上等、消防力の充実・強化を図る必要があります。  

また、本市の消防だけでは、対応困難な災害が発生した場合に備え、緊急消

防援助隊等の広域的な消防応援受入体制の整備を促進する必要があります。 

⇒第５章 施策分野ごとの推進方針 

５ 環境・安全（１）消防・火災予防 ① 消防力の充実強化 

10 地域防災力の向上《再掲》 

（１）防災意識の高揚・事前防災の促進 

大地震や風水害から市民の生命財産を守るためには、まずは、市民１人ひと 

りによる日頃の備えが重要であることから、各種広報媒体や出前講座等に 

より、地震に備えた家具転倒防止措置、風水害に備えた避難経路等の確認、 

非常用物資の備蓄等、防災意識の高揚を図る必要があります。 

⇒第５章 施策分野ごとの推進方針 

５ 環境・安全（２）地域防災・危機管理 ① 防災意識の高揚・事前防災の促進 

６ 都市経営（１）市民参画・市民活動 ① 広報の充実 

（２）自主防災会の育成 

全自主防災会において、大規模災害発生時にも地域住民による助け合いが

円滑に行えるようにするため、防災訓練の促進、防災リーダーの育成等、自主

防災会の育成・充実を推進する必要があります。 

⇒第５章 施策分野ごとの推進方針 

５ 環境・安全（２）地域防災・危機管理 ② 自主防災会の育成 

（３）要配慮者利用施設の防災力向上 

大規模な災害発生時に迅速かつ的確に防災活動や避難行動が行えるよう、  

要配慮者利用施設における防災計画の作成、防災教育、防災訓練、非常用物資

の備蓄等を促進する必要があります。 
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⇒第５章 施策分野ごとの推進方針 

１ 教育・文化（１）防災教育 ① 要配慮者利用施設（小中学校）の防災力向上 

３ 健康・福祉（２）要配慮者支援 ① 要配慮者利用施設（福祉・医療施設） 

の防災力向上 

（４）避難行動要支援者対策 

災害発生時の一連の行動に支援を必要とする高齢者や障がい者等の避難行

動要支援者の安全を確保するため、避難行動要支援者名簿の作成や情報伝達、

避難誘導等の迅速な対応が可能な体制整備が必要です。 

⇒第５章 施策分野ごとの推進方針 

３ 健康・福祉（２）要配慮者支援 ② 避難行動要支援者対策 

（５）外国人支援 

 大規模災害発生時に、日本語による防災情報の理解が困難な外国人の 

安全を確保するため、支援体制の整備を進める必要があります。 

また、災害時における外国人支援の必要性に関する住民への意識啓発や外

国人住民の防災意識の向上を図る必要があります。   

⇒第５章 施策分野ごとの推進方針 

１ 教育・文化（２）外国人支援 ① 外国人支援 
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１ コンパクトプラスネットワークによるまちづくりの推進《再掲》 

激甚化する自然災害に備え、災害リスクの低いエリア及び災害対策を講じ

たエリアに居住の誘導を行う必要があります。 

⇒第５章 施策分野ごとの推進方針 

４ 都市基盤（１）都市計画 ① コンパクトプラスネットワークによるまち               

づくりの推進 

２ 土砂災害防止施設の整備 

土砂災害が発生した場合、人的被害や住家被害等のほか、公共施設や交通網

の機能が損なわれるおそれがあるため、県と連携し土砂災害防止施設の整備

を推進していく必要があります。 

⇒第５章 施策分野ごとの推進方針 

４ 都市基盤（７）土砂災害対策 ① 土砂災害防止施設の整備 

３ 森林の整備 

森林が有する公益的機能（水源の涵養、国土の保全等）の維持、再生を図る

ため、適切な森林の整備と保全を推進していく必要があります。 

⇒第５章 施策分野ごとの推進方針 

２ 産業・観光（３）農林業対策 ⑤ 森林の整備 

４ 防災情報収集・発信体制の強化《再掲》 

（１）防災情報収集体制の強化 

災害の状況や市内の被災状況等を的確に把握することで、必要な対応を迅

速に行えるよう、情報通信技術（ＩＣＴ）等の活用や関係機関との連携により、

被害や避難者の発生状況、雨量や河川水位の状況、水門・樋管の操作状況等の

防災情報を収集するための体制強化を図る必要があります。 

⇒第５章 施策分野ごとの推進方針 

５ 環境・安全（２）地域防災・危機管理 ④ 防災情報収集体制の強化 

事前に備えるべき目標１ 

直接死を最大限防ぐこと 

 

リスクシナリオ１－３ 

大規模な土砂災害による多数の死傷者の発生 
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（２）防災情報発信体制の強化 

避難情報等の防災情報を迅速かつ確実に市民や関係機関・団体等に発信す

ることで、市民等の安全な避難行動等に役立てるため、防災情報の発信体制を

強化する必要があります。 

⇒第５章 施策分野ごとの推進方針 

５ 環境・安全（２）地域防災・危機管理 ⑤ 防災情報発信体制の強化 

６ 都市経営（１）市民参画・市民活動 ① 広報の充実 

５ 災害リスクに係る市民への周知・啓発《再掲》 

市民１人ひとりが自らの生命財産を守るための行動を的確に行えるように

するためには、平常時から地域の災害リスクを認識しておくことが重要であ

ることから、ハザードマップの更新を行うことで、最新の災害リスク情報を提

供し、その有効活用を支援する必要があります。 

⇒第５章 施策分野ごとの推進方針 

５ 環境・安全（２）地域防災・危機管理 ③ 災害リスクに係る市民への周知 

・啓発 

６ 消防力の充実強化《再掲》 

大規模災害発生時に消防力が維持され、消火、救急活動や人命救助等を迅速

的確に行うため、消防防災施設等の一層の充実及び適切な維持管理や消防団

員の確保、資質の向上等、消防力の充実・強化を図る必要があります。  

また、本市の消防だけでは、対応困難な災害が発生した場合に備え、緊急消

防援助隊等の広域的な消防応援受入体制の整備を促進する必要があります。 

⇒第５章 施策分野ごとの推進方針 

５ 環境・安全（１）消防・火災予防 ① 消防力の充実強化 

７ 地域防災力の向上《再掲》 

（１）防災意識の高揚・事前防災の促進 

大地震や風水害から市民の生命財産を守るためには、まずは、市民１人ひと 

りによる日頃の備えが重要であることから、各種広報媒体や出前講座等に 

より、地震に備えた家具転倒防止措置、風水害に備えた避難経路等の確認、 

非常用物資の備蓄等、防災意識の高揚を図る必要があります。 

⇒第５章 施策分野ごとの推進方針 

５ 環境・安全（２）地域防災・危機管理 ① 防災意識の高揚・事前防災の促進 

６ 都市経営（１）市民参画・市民活動 ① 広報の充実 
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（２）自主防災会の育成 

全自主防災会において、大規模災害発生時にも地域住民による助け合いが

円滑に行えるようにするため、防災訓練の促進、防災リーダーの育成等、自主

防災会の育成・充実を推進する必要があります。 

⇒第５章 施策分野ごとの推進方針 

５ 環境・安全（２）地域防災・危機管理 ② 自主防災会の育成 

（３）要配慮者利用施設の防災力向上 

大規模な災害発生時に迅速かつ的確に防災活動や避難行動が行えるよう、  

要配慮者利用施設における防災計画の作成、防災教育、防災訓練、非常用物資

の備蓄等を促進する必要があります。 

⇒第５章 施策分野ごとの推進方針 

１ 教育・文化（１）防災教育 ① 要配慮者利用施設（小中学校）の防災力向上 

３ 健康・福祉（２）要配慮者支援 ① 要配慮者利用施設（福祉・医療施設） 

の防災力向上 

（４）避難行動要支援者対策 

災害発生時の一連の行動に支援を必要とする高齢者や障がい者等の避難行

動要支援者の安全を確保するため、避難行動要支援者名簿の作成や情報伝達、

避難誘導等の迅速な対応が可能な体制整備が必要です。 

⇒第５章 施策分野ごとの推進方針 

３ 健康・福祉（２）要配慮者支援 ② 避難行動要支援者対策 

（５）外国人支援 

 大規模災害発生時に、日本語による防災情報の理解が困難な外国人の 

安全を確保するため、支援体制の整備を進める必要があります。 

また、災害時における外国人支援の必要性に関する住民への意識啓発や外

国人住民の防災意識の向上を図る必要があります。   

⇒第５章 施策分野ごとの推進方針 

１ 教育・文化（２）外国人支援 ① 外国人支援 
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１ 防災情報収集・発信体制の強化《再掲》 

（１）防災情報収集体制の強化 

災害の状況や市内の被災状況等を的確に把握することで、必要な対応を迅

速に行えるよう、情報通信技術（ＩＣＴ）等の活用や関係機関との連携により、

被害や避難者の発生状況、雨量や河川水位の状況、水門・樋管の操作状況等の

防災情報を収集するための体制強化を図る必要があります。 

⇒第５章 施策分野ごとの推進方針 

５ 環境・安全（２）地域防災・危機管理 ④ 防災情報収集体制の強化 

（２）防災情報発信体制の強化 

避難情報等の防災情報を迅速かつ確実に市民や関係機関・団体等に発信す

ることで、市民等の安全な避難行動等に役立てるため、防災情報の発信体制を

強化する必要があります。 

⇒第５章 施策分野ごとの推進方針 

５ 環境・安全（２）地域防災・危機管理 ⑤ 防災情報発信体制の強化 

６ 都市経営（１）市民参画・市民活動 ① 広報の充実 

２ 消防力の充実強化《再掲》 

大規模災害発生時に消防力が維持され、消火、救急活動や人命救助等を迅速

的確に行うため、消防防災施設等の一層の充実及び適切な維持管理や消防団

員の確保、資質の向上等、消防力の充実・強化を図る必要があります。  

また、本市の消防だけでは、対応困難な災害が発生した場合に備え、緊急消

防援助隊等の広域的な消防応援受入体制の整備を促進する必要があります。 

⇒第５章 施策分野ごとの推進方針 

５ 環境・安全（１）消防・火災予防 ① 消防力の充実強化 

 

 

事前に備えるべき目標１ 

直接死を最大限防ぐこと 

 

リスクシナリオ１－４ 

暴風雨や豪雪等に伴う多数の死傷者の発生 
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３ 地域防災力の向上《再掲》 

（１）防災意識の高揚・事前防災の促進 

大地震や風水害から市民の生命財産を守るためには、まずは、市民１人ひと 

りによる日頃の備えが重要であることから、各種広報媒体や出前講座等に 

より、地震に備えた家具転倒防止措置、風水害に備えた避難経路等の確認、 

非常用物資の備蓄等、防災意識の高揚を図る必要があります。 

⇒第５章 施策分野ごとの推進方針 

５ 環境・安全（２）地域防災・危機管理 ① 防災意識の高揚・事前防災の促進 

６ 都市経営（１）市民参画・市民活動 ① 広報の充実 

（２）自主防災会の育成 

全自主防災会において、大規模災害発生時にも地域住民による助け合いが

円滑に行えるようにするため、防災訓練の促進、防災リーダーの育成等、自主

防災会の育成・充実を推進する必要があります。 

⇒第５章 施策分野ごとの推進方針 

５ 環境・安全（２）地域防災・危機管理 ② 自主防災会の育成 

（３）要配慮者利用施設の防災力向上 

大規模な災害発生時に迅速かつ的確に防災活動や避難行動が行えるよう、  

要配慮者利用施設における防災計画の作成、防災教育、防災訓練、非常用物資

の備蓄等を促進する必要があります。 

⇒第５章 施策分野ごとの推進方針 

１ 教育・文化（１）防災教育 ① 要配慮者利用施設（小中学校）の防災力向上 

３ 健康・福祉（２）要配慮者支援 ① 要配慮者利用施設（福祉・医療施設） 

の防災力向上 

（４）避難行動要支援者対策 

災害発生時の一連の行動に支援を必要とする高齢者や障がい者等の避難行

動要支援者の安全を確保するため、避難行動要支援者名簿の作成や情報伝達、

避難誘導等の迅速な対応が可能な体制整備が必要です。 

⇒第５章 施策分野ごとの推進方針 

３ 健康・福祉（２）要配慮者支援 ② 避難行動要支援者対策 
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（５）外国人支援 

 大規模災害発生時に、日本語による防災情報の理解が困難な外国人の 

安全を確保するため、支援体制の整備を進める必要があります。 

また、災害時における外国人支援の必要性に関する住民への意識啓発や外

国人住民の防災意識の向上を図る必要があります。   

⇒第５章 施策分野ごとの推進方針 

１ 教育・文化（２）外国人支援 ① 外国人支援 
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１ 防災情報収集・発信体制の強化《再掲》 

（１）防災情報収集体制の強化 

災害の状況や市内の被災状況等を的確に把握することで、必要な対応を迅

速に行えるよう、情報通信技術（ＩＣＴ）等の活用や関係機関との連携により、

被害や避難者の発生状況、雨量や河川水位の状況、水門・樋管の操作状況等の

防災情報を収集するための体制強化を図る必要があります。 

⇒第５章 施策分野ごとの推進方針 

５ 環境・安全（２）地域防災・危機管理 ④ 防災情報収集体制の強化 

（２）防災情報発信体制の強化 

避難情報等の防災情報を迅速かつ確実に市民や関係機関・団体等に発信す

ることで、市民等の安全な避難行動等に役立てるため、防災情報の発信体制を

強化する必要があります。 

⇒第５章 施策分野ごとの推進方針 

５ 環境・安全（２）地域防災・危機管理 ⑤ 防災情報発信体制の強化 

６ 都市経営（１）市民参画・市民活動 ① 広報の充実 

２ 地域防災力の向上《再掲》 

（１）防災意識の高揚・事前防災の促進 

大地震や風水害から市民の生命財産を守るためには、まずは、市民１人ひと 

りによる日頃の備えが重要であることから、各種広報媒体や出前講座等に 

より、地震に備えた家具転倒防止措置、風水害に備えた避難経路等の確認、 

非常用物資の備蓄等、防災意識の高揚を図る必要があります。 

⇒第５章 施策分野ごとの推進方針 

５ 環境・安全（２）地域防災・危機管理 ① 防災意識の高揚・事前防災の促進 

６ 都市経営（１）市民参画・市民活動 ① 広報の充実 

 

事前に備えるべき目標１ 

直接死を最大限防ぐこと 

 

リスクシナリオ１－５ 

情報伝達の不備等による避難行動の遅れ等で多数の死傷者の発生 
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（２）自主防災会の育成 

全自主防災会において、大規模災害発生時にも地域住民による助け合いが

円滑に行えるようにするため、防災訓練の促進、防災リーダーの育成等、自主

防災会の育成・充実を推進する必要があります。 

⇒第５章 施策分野ごとの推進方針 

５ 環境・安全（２）地域防災・危機管理 ② 自主防災会の育成 

（３）要配慮者利用施設の防災力向上 

大規模な災害発生時に迅速かつ的確に防災活動や避難行動が行えるよう、  

要配慮者利用施設における防災計画の作成、防災教育、防災訓練、非常用物資

の備蓄等を促進する必要があります。 

⇒第５章 施策分野ごとの推進方針 

１ 教育・文化（１）防災教育 ① 要配慮者利用施設（小中学校）の防災力向上 

３ 健康・福祉（２）要配慮者支援 ① 要配慮者利用施設（福祉・医療施設） 

の防災力向上 

（４）避難行動要支援者対策 

災害発生時の一連の行動に支援を必要とする高齢者や障がい者等の避難行

動要支援者の安全を確保するため、避難行動要支援者名簿の作成や情報伝達、

避難誘導等の迅速な対応が可能な体制整備が必要です。 

⇒第５章 施策分野ごとの推進方針 

３ 健康・福祉（２）要配慮者支援 ② 避難行動要支援者対策 

（５）外国人支援 

 大規模災害発生時に、日本語による防災情報の理解が困難な外国人の 

安全を確保するため、支援体制の整備を進める必要があります。 

また、災害時における外国人支援の必要性に関する住民への意識啓発や外

国人住民の防災意識の向上を図る必要があります。   

⇒第５章 施策分野ごとの推進方針 

１ 教育・文化（２）外国人支援 ① 外国人支援 
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１ 物資等の備蓄及び調達体制の整備 

防災倉庫において非常食、保存水をはじめとする物資及び各種資機材を 

一定数備蓄していますが、大規模災害時に想定される避難者数等に対し十分

ではないため、備蓄及び外部からの調達体制を強化する必要があります。 

また、家庭における備蓄を促進する必要があります。 

⇒第５章 施策分野ごとの推進方針 

５ 環境・安全（２）地域防災・危機管理 ⑧ 物資等の備蓄及び調達体制の整備 

２ 緊急輸送体制の整備 

災害発生時に、被災地域へ備蓄物資や救援物資を迅速確実に輸送できるよ

うにするほか、傷病者の搬送等に資するため、緊急輸送体制を整備する必要が

あります。 

⇒第５章 施策分野ごとの推進方針 

５ 環境・安全（２）地域防災・危機管理 ⑨ 緊急輸送体制の整備 

３ 道路の防災・減災及び復旧対策 

（１）道路の防災・減災 

災害発生時に、被災地域へ備蓄物資や救援物資を迅速確実に輸送できるよう

にするため、また、道路損壊等により市民生活や経済活動に支障をきたすこと

を防ぐため、道路の防災・減災対策を推進する必要があります。 

⇒第５章 施策分野ごとの推進方針 

４ 都市基盤（５）道路・交通 ① 道路の防災・減災 

（２）道路啓開体制の整備 

災害に伴う道路の途絶による、被災地域への物資輸送や市民生活、経済活動

への支障を迅速に解消するため、装備資機材の充実を図る必要があります。 

⇒第５章 施策分野ごとの推進方針 

４ 都市基盤（５）道路・交通 ② 道路啓開体制の整備 

事前に備えるべき目標２  

救助・救急、医療活動等が迅速に行われるとともに、被災者等の健康・避 

難生活環境を確実に確保すること 

リスクシナリオ２－１ 

被災地での食料・飲料水・電力・燃料等、生命に関わる物資・エネルギ

ーの供給の長期停止 
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（３）農林道の整備 

災害により幹線道路等が途絶した場合、農道や林道は迂回路として活用し得

るため、平常時から整備を進めておく必要があります。 

⇒第５章 施策分野ごとの推進方針 

２ 産業・観光（３）農林業対策 ⑥ 農林道の整備 

４ 水道施設の耐震化等 

災害発生時における飲料水供給の長期停止を防止するため、浄水場等の水

道施設や基幹管路等の耐震化を推進する必要があります。また、水道施設等の

被害発生に備え、応急給水・復旧体制の整備を進める必要があります。 

⇒第５章 施策分野ごとの推進方針 

４ 都市基盤（８）水道施設対策 ① 水道施設の耐震化等 

５ ライフラインの応急・復旧活動のための連携体制整備 

ライフライン関係機関が応急・復旧活動を円滑に実施できるようにするた

め、市とライフライン関係機関との連携体制を整備しておく必要があります。 

⇒第５章 施策分野ごとの推進方針 

５ 環境・安全（２）地域防災・危機管理 ⑩ ライフラインの応急・復旧活動のた

めの連携体制整備 
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１ 道路の防災・減災及び復旧対策《再掲》 

（１）道路の防災・減災 

災害発生時に、被災地域へ備蓄物資や救援物資を迅速確実に輸送できるよ

うにするため、また、道路損壊等により市民生活や経済活動に支障をきたすこ

とを防ぐため、道路の防災・減災対策を推進する必要があります。 

⇒第５章 施策分野ごとの推進方針 

４ 都市基盤（５）道路・交通 ① 道路の防災・減災 

（２）道路啓開体制の整備 

災害に伴う道路の途絶による、被災地域への物資輸送や市民生活、経済活動

への支障を迅速に解消するため、装備資機材の充実を図る必要があります。 

⇒第５章 施策分野ごとの推進方針 

４ 都市基盤（５）道路・交通 ② 道路啓開体制の整備 

（３）農林道の整備 

災害により幹線道路等が途絶した場合、農道や林道は迂回路として活用し

得るため、平常時から整備を進めておく必要があります。 

⇒第５章 施策分野ごとの推進方針 

２ 産業・観光（３）農林業対策 ⑥ 農林道の整備 

２ 防災情報収集・発信体制の強化《再掲》 

（１）防災情報収集体制の強化 

災害の状況や市内の被災状況等を的確に把握することで、必要な対応を迅

速に行えるよう、情報通信技術（ＩＣＴ）等の活用や関係機関との連携により、

被害や避難者の発生状況、雨量や河川水位の状況、水門・樋管の操作状況等の

防災情報を収集するための体制強化を図る必要があります。 

⇒第５章 施策分野ごとの推進方針 

５ 環境・安全（２）地域防災・危機管理 ④ 防災情報収集体制の強化 

事前に備えるべき目標２ 

救助・救急、医療活動等が迅速に行われるとともに、被災者等の健康・避 

難生活環境を確実に確保すること 

 

リスクシナリオ２－２ 

多数かつ長期にわたる孤立地域等の同時発生 
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（２）防災情報発信体制の強化 

避難情報等の防災情報を迅速かつ確実に市民や関係機関・団体等に発信す

ることで、市民等の安全な避難行動等に役立てるため、防災情報の発信体制を

強化する必要があります。 

⇒第５章 施策分野ごとの推進方針 

５ 環境・安全（２）地域防災・危機管理 ⑤ 防災情報発信体制の強化 

６ 都市経営（１）市民参画・市民活動 ① 広報の充実 

３ 避難所対策《再掲》 

最新の浸水想定区域及び土砂災害警戒区域を考慮の上、市民が安全に避  

難できるよう指定避難所等を再検討する必要があります。 

⇒第５章 施策分野ごとの推進方針 

５ 環境・安全（２）地域防災・危機管理 ⑥ 避難所対策 

４ 緊急輸送体制の整備《再掲》 

災害発生時に、被災地域へ備蓄物資や救援物資を迅速確実に輸送できるよ

うにするほか、傷病者の搬送等に資するため、緊急輸送体制を整備する必要が

あります。 

⇒第５章 施策分野ごとの推進方針 

５ 環境・安全（２）地域防災・危機管理 ⑨ 緊急輸送体制の整備 

５ 家庭等における備蓄の促進 

災害により地域が孤立し、行政による支援に時間が要する場合でも、家庭等

において食料等を確保できるようにするため、各家庭等における備蓄を促進

する必要があります。 

⇒第５章 施策分野ごとの推進方針 

２ 産業・観光（２）帰宅困難者対策 ① 帰宅困難者対策 

３ 健康・福祉（２）要配慮者支援 ① 要配慮者利用施設（福祉・医療施設） 

の防災力向上 

５ 環境・安全（２）地域防災・危機管理 ① 防災意識の高揚・事前防災の促進 

〃           ⑧ 物資等の備蓄及び調達体制の整備 

６ 地域防災力の向上《再掲》 

（１）防災意識の高揚・事前防災の促進 

大地震や風水害から市民の生命財産を守るためには、まずは、市民１人ひと 

りによる日頃の備えが重要であることから、各種広報媒体や出前講座等に 
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より、地震に備えた家具転倒防止措置、風水害に備えた避難経路等の確認、 

非常用物資の備蓄等、防災意識の高揚を図る必要があります。 

⇒第５章 施策分野ごとの推進方針 

５ 環境・安全（２）地域防災・危機管理 ① 防災意識の高揚・事前防災の促進 

６ 都市経営（１）市民参画・市民活動 ① 広報の充実 

（２）自主防災会の育成 

全自主防災会において、大規模災害発生時にも地域住民による助け合いが

円滑に行えるようにするため、防災訓練の促進、防災リーダーの育成等、自主

防災会の育成・充実を推進する必要があります。 

⇒第５章 施策分野ごとの推進方針 

５ 環境・安全（２）地域防災・危機管理 ② 自主防災会の育成 

（３）要配慮者利用施設の防災力向上 

大規模な災害発生時に迅速かつ的確に防災活動や避難行動が行えるよう、  

要配慮者利用施設における防災計画の作成、防災教育、防災訓練、非常用物資

の備蓄等を促進する必要があります。 

⇒第５章 施策分野ごとの推進方針 

１ 教育・文化（１）防災教育 ① 要配慮者利用施設（小中学校）の防災力向上 

３ 健康・福祉（２）要配慮者支援 ① 要配慮者利用施設（福祉・医療施設） 

の防災力向上 

（４）避難行動要支援者対策 

災害発生時の一連の行動に支援を必要とする高齢者や障がい者等の避難行

動要支援者の安全を確保するため、避難行動要支援者名簿の作成や情報伝達、

避難誘導等の迅速な対応が可能な体制整備が必要です。 

⇒第５章 施策分野ごとの推進方針 

３ 健康・福祉（２）要配慮者支援 ② 避難行動要支援者対策 

（５）外国人支援 

 大規模災害発生時に、日本語による防災情報の理解が困難な外国人の 

安全を確保するため、支援体制の整備を進める必要があります。 

また、災害時における外国人支援の必要性に関する住民への意識啓発や外

国人住民の防災意識の向上を図る必要があります。   

⇒第５章 施策分野ごとの推進方針 

１ 教育・文化（２）外国人支援 ① 外国人支援 
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１ 消防力の充実強化《再掲》 

大規模災害発生時に消防力が維持され、消火、救急活動や人命救助等を迅速

的確に行うため、消防防災施設等の一層の充実及び適切な維持管理や消防団

員の確保、資質の向上等、消防力の充実・強化を図る必要があります。  

また、本市の消防だけでは、対応困難な災害が発生した場合に備え、緊急消

防援助隊等の広域的な消防応援受入体制の整備を促進する必要があります。 

⇒第５章 施策分野ごとの推進方針 

５ 環境・安全（１）消防・火災予防 ① 消防力の充実強化 

２ 受援体制の整備 

近隣市等との間で締結している災害時相互応援協定による支援を、円滑か

つ効果的に受け入れることができるようにするため、受援体制を整備する必

要があります。 

⇒第５章 施策分野ごとの推進方針 

５ 環境・安全（２）地域防災・危機管理 ⑫ 受援体制の整備 

３ 防災拠点機能の確保 

「足利市公共施設等総合管理計画」で定める財政や人口規模に応じた  

施設総量の適正化等の基本方針を踏まえた上で、大規模災害発生時にお  

ける迅速かつ的確な応急対策を実施するため、防災拠点となる施設に   

ついて、整備等を進める必要があります。 

⇒第５章 施策分野ごとの推進方針 

４ 都市基盤（５）道路・交通 ④ 多機能型駐車施設の整備 

５ 環境・安全（１）消防・火災予防 ① 消防力の充実強化 

６ 都市経営（２）行政運営 ② 防災拠点機能の確保 

 

 

事前に備えるべき目標２ 

救助・救急、医療活動等が迅速に行われるとともに、被災者等の健康・避 

難生活環境を確実に確保すること 

 

リスクシナリオ２－３ 

消防等の被災等による救助・救急活動等の絶対的不足 
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４ 地域防災力の向上《再掲》 

（１）防災意識の高揚・事前防災の促進 

大地震や風水害から市民の生命財産を守るためには、まずは、市民１人ひと 

りによる日頃の備えが重要であることから、各種広報媒体や出前講座等に 

より、地震に備えた家具転倒防止措置、風水害に備えた避難経路等の確認、 

非常用物資の備蓄等、防災意識の高揚を図る必要があります。 

⇒第５章 施策分野ごとの推進方針 

５ 環境・安全（２）地域防災・危機管理 ① 防災意識の高揚・事前防災の促進 

６ 都市経営（１）市民参画・市民活動 ① 広報の充実 

（２）自主防災会の育成 

全自主防災会において、大規模災害発生時にも地域住民による助け合いが

円滑に行えるようにするため、防災訓練の促進、防災リーダーの育成等、自主

防災会の育成・充実を推進する必要があります。 

⇒第５章 施策分野ごとの推進方針 

５ 環境・安全（２）地域防災・危機管理 ② 自主防災会の育成 

（３）要配慮者利用施設の防災力向上 

大規模な災害発生時に迅速かつ的確に防災活動や避難行動が行えるよう、  

要配慮者利用施設における防災計画の作成、防災教育、防災訓練、非常用物資

の備蓄等を促進する必要があります。 

⇒第５章 施策分野ごとの推進方針 

１ 教育・文化（１）防災教育 ① 要配慮者利用施設（小中学校）の防災力向上 

３ 健康・福祉（２）要配慮者支援 ① 要配慮者利用施設（福祉・医療施設） 

の防災力向上 

（４）避難行動要支援者対策 

災害発生時の一連の行動に支援を必要とする高齢者や障がい者等の避難行

動要支援者の安全を確保するため、避難行動要支援者名簿の作成や情報伝達、

避難誘導等の迅速な対応が可能な体制整備が必要です。 

⇒第５章 施策分野ごとの推進方針 

３ 健康・福祉（２）要配慮者支援 ② 避難行動要支援者対策 
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（５）外国人支援 

 大規模災害発生時に、日本語による防災情報の理解が困難な外国人の 

安全を確保するため、支援体制の整備を進める必要があります。 

また、災害時における外国人支援の必要性に関する住民への意識啓発や外

国人住民の防災意識の向上を図る必要があります。   

⇒第５章 施策分野ごとの推進方針 

１ 教育・文化（２）外国人支援 ① 外国人支援 
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１ 医療関係機関との連携強化 

災害時の医療体制を確保するため、緊急時における県、医療関係機関等、消

防本部との協力応援体制を整備する必要があります。 

⇒第５章 施策分野ごとの推進方針 

３ 健康・福祉（３）医療・健康 ① 医療関係機関との連携強化 

２ 道路の防災・減災及び復旧対策《再掲》 

（１）道路の防災・減災 

災害発生時に、被災地域へ備蓄物資や救援物資を迅速確実に輸送できるよ

うにするため、また、道路損壊等により市民生活や経済活動に支障をきたすこ

とを防ぐため、道路の防災・減災対策を推進する必要があります。 

⇒第５章 施策分野ごとの推進方針 

４ 都市基盤（５）道路・交通 ① 道路の防災・減災 

（２）道路啓開体制の整備 

災害に伴う道路の途絶による、被災地域への物資輸送や市民生活、経済活動

への支障を迅速に解消するため、装備資機材の充実を図る必要があります。 

⇒第５章 施策分野ごとの推進方針 

４ 都市基盤（５）道路・交通 ② 道路啓開体制の整備 

（３）農林道の整備 

災害により幹線道路等が途絶した場合、農道や林道は迂回路として活用し

得るため、平常時から整備を進めておく必要があります。 

⇒第５章 施策分野ごとの推進方針 

２ 産業・観光（３）農林業対策 ⑥ 農林道の整備 

 

 

 

事前に備えるべき目標２ 

救助・救急、医療活動等が迅速に行われるとともに、被災者等の健康・避 

難生活環境を確実に確保すること 

リスクシナリオ２－４ 

救助・救急、医療活動のためのエネルギー供給の長期途絶、医療施設及

び関係者の絶対的不足・被災、支援ルートの途絶による医療機能の麻痺 
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３ 水道施設の耐震化等《再掲》 

災害発生時における飲料水供給の長期停止を防止するため、浄水場等の水

道施設や基幹管路等の耐震化を推進する必要があります。また、水道施設等の

被害発生に備え、応急給水・復旧体制の整備を進める必要があります。 

⇒第５章 施策分野ごとの推進方針 

４ 都市基盤（８）水道施設対策 ① 水道施設の耐震化等 

４ ライフラインの応急・復旧活動のための連携体制整備《再掲》 

ライフライン関係機関が応急・復旧活動を円滑に実施できるようにするた

め、市とライフライン関係機関との連携体制を整備しておく必要があります。 

⇒第５章 施策分野ごとの推進方針 

５ 環境・安全（２）地域防災・危機管理 ⑩ ライフラインの応急・復旧活動のた

めの連携体制整備 

５ 緊急輸送体制の整備《再掲》 

災害発生時に、被災地域へ備蓄物資や救援物資を迅速確実に輸送できるよ

うにするほか、傷病者の搬送等に資するため、緊急輸送体制を整備する必要が

あります。 

⇒第５章 施策分野ごとの推進方針 

５ 環境・安全（２）地域防災・危機管理 ⑨ 緊急輸送体制の整備 
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１ 帰宅困難者対策 

（１）旅客等一時滞在・帰宅支援 

  観光客や出張客等の旅行者が帰宅困難となった場合に備え、平常時から 

公共交通機関等の関係機関と連携し、連絡体制、代替輸送手段、避難施設等の 

受入体制を整備する必要があります。 

⇒第５章 施策分野ごとの推進方針 

２ 産業・観光（２）帰宅困難者対策 ① 帰宅困難者対策 

（２）事業所等における帰宅困難者対策 

市内事業所等において帰宅困難者が発生した場合、一時的に従業員等  

を留めておくことが必要となることから、食料や飲料水等の備蓄を促進する

必要があります。 

⇒第５章 施策分野ごとの推進方針 

２ 産業・観光（２）帰宅困難者対策 ① 帰宅困難者対策 

２ 物資等の備蓄及び調達体制の整備《再掲》 

防災倉庫において非常食、保存水をはじめとする物資及び各種資機材を 

一定数備蓄していますが、大規模災害時に想定される避難者数等に対し十分

ではないため、備蓄及び外部からの調達体制を強化する必要があります。 

また、家庭における備蓄を促進する必要があります。 

⇒第５章 施策分野ごとの推進方針 

５ 環境・安全（２）地域防災・危機管理 ⑧ 物資等の備蓄及び調達体制の整備 

 

 

 

 

 

事前に備えるべき目標２ 

救助・救急、医療活動等が迅速に行われるとともに、被災者等の健康・避 

難生活環境を確実に確保すること 

 

リスクシナリオ２－５ 

想定を超える大量かつ長期の帰宅困難者の発生、混乱 
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１ 感染症等予防対策 

避難所、被災地域での感染症の発生予防、まん延防止、食中毒の発生予防の

ため、平常時から予防接種や消毒、害虫駆除等を行うための体制等の構築、マ

スクや手指消毒剤の備蓄の啓発等、感染症予防対策を行う必要があります。 

⇒第５章 施策分野ごとの推進方針 

３ 健康・福祉（３）医療・健康 ② 感染症等予防対策 

５ 環境・安全（３）自然環境・環境衛生 ② 感染症等予防対策 

２ 避難所の感染症対策 

指定避難所等において、感染症対策等健康被害防止のための対策を十分と

りながら避難者を受入れられるよう、体制を充実させる必要があります。 

⇒第５章 施策分野ごとの推進方針 

５ 環境・安全（２）地域防災・危機管理 ⑦ 避難所の感染症対策 

３ 災害廃棄物等処理体制の整備 

大規模災害発生時にも、災害廃棄物処理やし尿処理を円滑に行えるように

するための体制を整備する必要があります。 

⇒第５章 施策分野ごとの推進方針 

５ 環境・安全（３）自然環境・環境衛生 ① 災害廃棄物等処理体制の整備 

４ 上下水道施設の耐震化等 

（１）水道施設の耐震化等《再掲》 

災害発生時における飲料水供給の長期停止を防止するため、浄水場等の水

道施設や基幹管路等の耐震化を推進する必要があります。また、水道施設等の

被害発生に備え、応急給水・復旧体制の整備を進める必要があります。 

⇒第５章 施策分野ごとの推進方針 

４ 都市基盤（８）水道施設対策 ① 水道施設の耐震化等 

 

事前に備えるべき目標２ 

救助・救急、医療活動等が迅速に行われるとともに、被災者等の健康・避 

難生活環境を確実に確保すること 

リスクシナリオ２－６ 

被災地における疫病・感染症等の大規模発生、劣悪な避難生活環境及び

不十分な健康管理による多数の被災者の健康状態の悪化・死者の発生 
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（２）下水道施設の耐震化等 

汚水処理施設等の機能停止に伴う、公衆衛生問題や感染症の発生を防  

止するため、下水道施設の耐震化や老朽化対策の災害予防と的確な維持  

管理、生活排水対策を推進する必要があります。 

⇒第５章 施策分野ごとの推進方針 

５ 環境・安全（４）下水道施設対策 ① 下水道施設の耐震化等 

５ 斎場の耐震化等 

大規模災害時に斎場が被災して、火葬が滞らないようにする必要があり  

ます。 

⇒第５章 施策分野ごとの推進方針 

６ 都市経営（２）行政運営 ① 社会資本等の老朽化対策 
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１ 防災拠点機能の確保《再掲》 

「足利市公共施設等総合管理計画」で定める財政や人口規模に応じた  

施設総量の適正化等の基本方針を踏まえた上で、大規模災害発生時にお  

ける迅速かつ的確な応急対策を実施するため、防災拠点となる施設に   

ついて、整備等を進める必要があります。 

⇒第５章 施策分野ごとの推進方針 

４ 都市基盤（５）道路・交通 ④ 多機能型駐車施設の整備 

５ 環境・安全（１）消防・火災予防 ① 消防力の充実強化 

６ 都市経営（２）行政運営 ② 防災拠点機能の確保 

２ 業務継続体制の整備 

「大規模災害（地震・洪水）時における足利市業務継続計画」を市職員へ周

知徹底し、その見直しを不断に行うことで、大規模災害時における業務継続体

制の整備を推進する必要があります。 

⇒第５章 施策分野ごとの推進方針 

５ 環境・安全（２）地域防災・危機管理 ⑪ 業務継続体制の整備 

３ 受援体制の整備《再掲》 

近隣市等との間で締結している災害時相互応援協定による支援を、円滑か

つ効果的に受け入れることができるようにするため、受援体制を整備する必

要があります。 

⇒第５章 施策分野ごとの推進方針 

５ 環境・安全（２）地域防災・危機管理 ⑫ 受援体制の整備 

 

 

 

 

事前に備えるべき目標３ 

必要不可欠な行政機能は確保すること 

 

リスクシナリオ３－１ 

市職員・施設等の被災による大幅な機能低下 
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１ 電源の確保 

災害発生後の迅速かつ的確な情報収集・伝達等に必要な電話回線等が、停電

により使用不能となる事態に備え、本庁舎等における非常用発電機等の防災

対策を進める必要があります。また、本庁舎における電源喪失時にも、情報シ

ステムの電源が確保できる対策を進める必要もあります。 

⇒第５章 施策分野ごとの推進方針 

６ 都市経営（２）行政運営 ② 防災拠点機能の確保      

２ 防災情報収集・発信体制の強化《再掲》 

（１）防災情報収集体制の強化 

災害の状況や市内の被災状況等を的確に把握することで、必要な対応を迅

速に行えるよう、情報通信技術（ＩＣＴ）等の活用や関係機関との連携により、

被害や避難者の発生状況、雨量や河川水位の状況、水門・樋管の操作状況等の

防災情報を収集するための体制強化を図る必要があります。 

⇒第５章 施策分野ごとの推進方針 

５ 環境・安全（２）地域防災・危機管理 ④ 防災情報収集体制の強化 

（２）防災情報発信体制の強化 

避難情報等の防災情報を迅速かつ確実に市民や関係機関・団体等に発信す

ることで、市民等の安全な避難行動等に役立てるため、防災情報の発信体制を

強化する必要があります。 

⇒第５章 施策分野ごとの推進方針 

５ 環境・安全（２）地域防災・危機管理 ⑤ 防災情報発信体制の強化 

６ 都市経営（１）市民参画・市民活動 ① 広報の充実 

 

 

 

事前に備えるべき目標４ 

必要不可欠な情報通信機能・情報サービスは確保すること 

 

リスクシナリオ４－１ 

防災・災害対応に必要な通信インフラの麻痺・機能停止による災害情報

等の伝達不能 
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３ 業務継続体制の整備《再掲》 

「大規模災害（地震・洪水）時における足利市業務継続計画」を市職員へ周

知徹底し、その見直しを不断に行うことで、大規模災害時における業務継続体

制の整備を推進する必要があります。 

⇒第５章 施策分野ごとの推進方針 

５ 環境・安全（２）地域防災・危機管理 ⑪ 業務継続体制の整備 
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１ 事業者による事業継続計画（ＢＣＰ）の策定促進 

事業者における自主的な防災対策を促すため、事業継続計画（ＢＣＰ）  

策定を促進する必要があります。 

⇒第５章 施策分野ごとの推進方針 

２ 産業・観光（１）商工業対策 ① 事業者による事業継続計画（ＢＣＰ） 

                  の策定促進 

２ 中小企業等の経営基盤の強化 

災害による損害を受けた事業者に対し、資金繰りを改善するための対策を

効果的に行う必要があります。 

⇒第５章 施策分野ごとの推進方針 

２ 産業・観光（１）商工業対策 ③ 中小企業等の経営基盤の強化 

３ 企業等のバックアップ機能等の移転促進 

我が国全体の強靭化に資するため、首都直下地震等、首都機能に甚大な被害

を生じる災害が発生した場合でも事業継続されるよう、東京圏等に立地する企

業等の各種機能の移転促進に向けた取組を行う必要があります。 

⇒第５章 施策分野ごとの推進方針 

２ 産業・観光（１）商工業対策 ⑤ 企業誘致の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

事前に備えるべき目標５  

経済活動（サプライチェーンを含む）を機能不全に陥らせないこと 

 

リスクシナリオ５－１ 

サプライチェーンの寸断等による企業の経済活動の停滞 
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１ 道路の防災・減災及び復旧対策《再掲》 

（１）道路の防災・減災 

災害発生時に、被災地域へ備蓄物資や救援物資を迅速確実に輸送できるよ

うにするため、また、道路損壊等により市民生活や経済活動に支障をきたすこ

とを防ぐため、道路の防災・減災対策を推進する必要があります。 

⇒第５章 施策分野ごとの推進方針 

４ 都市基盤（５）道路・交通 ① 道路の防災・減災 

（２）道路啓開体制の整備 

災害に伴う道路の途絶による、被災地域への物資輸送や市民生活、経済活動

への支障を迅速に解消するため、装備資機材の充実を図る必要があります。 

⇒第５章 施策分野ごとの推進方針 

４ 都市基盤（５）道路・交通 ② 道路啓開体制の整備 

（３）農林道の整備 

災害により幹線道路等が途絶した場合、農道や林道は迂回路として活用し

得るため、平常時から整備を進めておく必要があります。 

⇒第５章 施策分野ごとの推進方針 

２ 産業・観光（３）農林業対策 ⑥ 農林道の整備 

２ 交通結節点への連携強化 

災害発生時においても交通結節点への安全かつ円滑な通行を確保するた

め、交通結節点に接続する幹線道路等や、代替輸送車両等の滞留の用に供する

ための駅前広場等を整備する必要があります。 

⇒第５章 施策分野ごとの推進方針 

４ 都市基盤（５）道路・交通 ③ 交通結節点への連携強化 

 

 

事前に備えるべき目標５ 

経済活動（サプライチェーンを含む）を機能不全に陥らせないこと 

 

リスクシナリオ５－２ 

基幹的陸上交通ネットワークの機能停止による物流・人流への甚大な 

影響 
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３ 市街地整備《再掲》 

災害に対する予防や発生時の応急対策、速やかな復旧復興に資するため、 

市街地の整備を推進する必要があります。 

⇒第５章 施策分野ごとの推進方針 

４ 都市基盤（４）市街地整備 ① 市街地整備 

４ 緊急輸送体制の整備《再掲》 

災害発生時に、被災地域へ備蓄物資や救援物資を迅速確実に輸送できるよ

うにするほか、傷病者の搬送等に資するため、緊急輸送体制を整備する必要が

あります。 

⇒第５章 施策分野ごとの推進方針 

５ 環境・安全（２）地域防災・危機管理 ⑨ 緊急輸送体制の整備 

５ 帰宅困難者対策《再掲》 

（１）旅客等一時滞在・帰宅支援 

  観光客や出張客等の旅行者が帰宅困難となった場合に備え、平常時から 

公共交通機関等の関係機関と連携し、連絡体制、代替輸送手段、避難施設等の 

受入体制を整備する必要があります。 

⇒第５章 施策分野ごとの推進方針 

２ 産業・観光（２）帰宅困難者対策 ① 帰宅困難者対策 

（２）事業所等における帰宅困難者対策 

市内事業所等において帰宅困難者が発生した場合、一時的に従業員等  

を留めておくことが必要となることから、食料や飲料水等の備蓄を促進する

必要があります。 

⇒第５章 施策分野ごとの推進方針 

２ 産業・観光（２）帰宅困難者対策 ① 帰宅困難者対策 
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１ 農業者の育成・地産地消の推進等 

全国的なサプライチェーンが機能不全になった場合でも、食料需要に対応

できるようにするため、農業の担い手を育成しておく必要があります。 

また、地産地消を推進するため、本市の農産物の安全性を確保し、平常時か

らＰＲしておく必要があります。 

⇒第５章 施策分野ごとの推進方針 

２ 産業・観光（３）農林業対策 ① 農業者の育成・地産地消の推進等 

２ 農地・農業用施設の保全 

農地が有する食料等の供給、国土の保全、水資源の涵養、自然環境の保全、

良好な景観形成等の多面的機能が発揮されるよう、平常時から農地及び農業

用施設を保全する必要があります。 

⇒第５章 施策分野ごとの推進方針 

２ 産業・観光（３）農林業対策 ② 農地・農業用施設の保全 

３ 強い農業の育成 

持続可能な本市農業を育成するため、担い手への農地集積による効率的な農

業基盤を整備するとともに、新技術の導入等による生産性向上を図る必要があ

ります。 

⇒第５章 施策分野ごとの推進方針 

２ 産業・観光（３）農林業対策 ③ 強い農業の育成 

４ 農業水利施設の老朽化対策及び耐震化 

被災した場合に影響が大きい基幹的農業水利施設の損壊等による被害を防

止するため、老朽化対策や耐震化等の対策を推進する必要があります。 

⇒第５章 施策分野ごとの推進方針 

２ 産業・観光（３）農林業対策 ④ 農業水利施設の老朽化対策及び耐震化 

 

事前に備えるべき目標５ 

経済活動（サプライチェーンを含む）を機能不全に陥らせないこと 

 

リスクシナリオ５－３ 

食料等の安定供給の停滞 
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５ 卸売市場施設の防災対策 

災害発生時における卸売市場の機能を確保するため、停電時の電源確保等の

施設の防災対策の強化や、事業者による事業継続計画（ＢＣＰ）の策定等を促

進する必要があります。 

⇒第５章 施策分野ごとの推進方針 

２ 産業・観光（３）農林業対策 ⑦ 卸売市場施設の防災対策 
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１ ライフラインの応急・復旧活動のための連携体制整備《再掲》 

ライフライン関係機関が応急・復旧活動を円滑に実施できるようにするた

め、市とライフライン関係機関との連携体制を整備しておく必要があります。 

⇒第５章 施策分野ごとの推進方針 

５ 環境・安全（２）地域防災・危機管理 ⑩ ライフラインの応急・復旧活動のた

めの連携体制整備 

２ 再生可能エネルギー等の活用 

大規模災害発生時において、長期停電を回避するための電源確保が重要で

あることから、太陽光発電等の再生可能エネルギーの利活用やコージェネレ

ーション等分散型エネルギーの導入拡大等により、自立分散・地産地消型のエ

ネルギーシステムの構築を図る必要があります。 

⇒第５章 施策分野ごとの推進方針 

５ 環境・安全（３）自然環境・環境衛生 ③ 再生可能エネルギー等の活用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事前に備えるべき目標６ 

ライフライン、燃料供給関連施設、交通ネットワーク等の被害を最小限に 

留めるとともに、早期復旧を図ること 

リスクシナリオ６－１ 

電力供給ネットワークや都市ガス供給、石油・ＬＰガスサプライチェー

ンの機能停止 
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１ 上下水道施設の耐震化等《再掲》 

（１）水道施設の耐震化等 

災害発生時における飲料水供給の長期停止を防止するため、浄水場等の水

道施設や基幹管路等の耐震化を推進する必要があります。また、水道施設等の

被害発生に備え、応急給水・復旧体制の整備を進める必要があります。 

⇒第５章 施策分野ごとの推進方針 

４ 都市基盤（８）水道施設対策 ① 水道施設の耐震化等 

（２）下水道施設の耐震化等 

汚水処理施設等の機能停止に伴う、公衆衛生問題や感染症の発生を防  

止するため、下水道施設の耐震化や老朽化対策の災害予防と的確な維持  

管理、生活排水対策を推進する必要があります。 

⇒第５章 施策分野ごとの推進方針 

５ 環境・安全（４）下水道施設対策 ① 下水道施設の耐震化等 

２ 工業用水の安定供給 

災害発生時における安定した工業用水の供給を継続するため、水質の保全、

老朽化対策を計画的に実施する必要があります。 

⇒第５章 施策分野ごとの推進方針 

４ 都市基盤（８）水道施設対策 ② 工業用水の安定供給 

 

 

 

 

 

 

 

事前に備えるべき目標６ 

ライフライン、燃料供給関連施設、交通ネットワーク等の被害を最小限に 

留めるとともに、早期復旧を図ること 

 

リスクシナリオ６－２ 

上水道、汚水処理施設等の長期間にわたる供給及び処理の停止 
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１ 道路の防災・減災及び復旧対策《再掲》 

（１）道路の防災・減災 

災害発生時に、被災地域へ備蓄物資や救援物資を迅速確実に輸送できるよ

うにするため、また、道路損壊等により市民生活や経済活動に支障をきたすこ

とを防ぐため、道路の防災・減災対策を推進する必要があります。 

⇒第５章 施策分野ごとの推進方針 

４ 都市基盤（５）道路・交通 ① 道路の防災・減災 

（２）道路啓開体制の整備 

災害に伴う道路の途絶による、被災地域への物資輸送や市民生活、経済活動

への支障を迅速に解消するため、装備資機材の充実を図る必要があります。 

⇒第５章 施策分野ごとの推進方針 

４ 都市基盤（５）道路・交通 ② 道路啓開体制の整備 

（３）農林道の整備 

災害により幹線道路等が途絶した場合、農道や林道は迂回路として活用し

得るため、平常時から整備を進めておく必要があります。 

⇒第５章 施策分野ごとの推進方針 

２ 産業・観光（３）農林業対策 ⑥ 農林道の整備 

２ 交通結節点への連携強化《再掲》 

災害発生時においても交通結節点への安全かつ円滑な通行を確保するた

め、交通結節点に接続する幹線道路等や、代替輸送車両等の滞留の用に供する

ための駅前広場等を整備する必要があります。 

⇒第５章 施策分野ごとの推進方針 

４ 都市基盤（５）道路・交通 ③ 交通結節点への連携強化 

 

 

事前に備えるべき目標６ 

ライフライン、燃料供給関連施設、交通ネットワーク等の被害を最小限に 

留めるとともに、早期復旧を図ること 

リスクシナリオ６－３ 

基幹的交通から地域交通網まで、交通インフラの長期間にわたる機能 

停止 
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３ 市街地整備《再掲》 

災害に対する予防や発生時の応急対策、速やかな復旧復興に資するため、 

市街地の整備を推進する必要があります。 

⇒第５章 施策分野ごとの推進方針 

４ 都市基盤（４）市街地整備 ① 市街地整備 

４ 緊急輸送体制の整備《再掲》 

災害発生時に、被災地域へ備蓄物資や救援物資を迅速確実に輸送できるよ

うにするほか、傷病者の搬送等に資するため、緊急輸送体制を整備する必要が

あります。 

⇒第５章 施策分野ごとの推進方針 

５ 環境・安全（２）地域防災・危機管理 ⑨ 緊急輸送体制の整備 
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１ 農業水利施設の老朽化対策及び耐震化《再掲》 

被災した場合に影響が大きい基幹的農業水利施設の損壊等による被害を防

止するため、老朽化対策や耐震化等の対策を推進する必要があります。 

⇒第５章 施策分野ごとの推進方針 

２ 産業・観光（３）農林業対策 ④ 農業水利施設の老朽化対策及び耐震化 

２ 河川・排水路の治水対策《再掲》 

 大雨等に起因する市街地等の浸水リスクを低減するため、国、県と連携し、

河川整備を着実に推進する必要があります。 

また、溢水を予防するため、河川及び排水路の適切な維持管理を行う必要が

あります。 

⇒第５章 施策分野ごとの推進方針 

４ 都市基盤（６）河川・浸水対策 ② 河川・排水路の治水対策 

３ 河川管理施設の長寿命化対策《再掲》 

市が管理する堤防・護岸、樋門・樋管等の計画的な維持管理を実施するとと

もに、施設の長寿命化対策を行う必要があります。 

⇒第５章 施策分野ごとの推進方針 

４ 都市基盤（６）河川・浸水対策 ③ 河川管理施設の長寿命化対策 

 

 

 

 

 

 

 

 

事前に備えるべき目標７ 

制御不能な複合災害・二次災害を発生させないこと 

 

リスクシナリオ７－１ 

ため池、防災施設等の損壊・機能不全や堆積した土砂の流出による多数

の死傷者の発生 
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１ 有害物質の拡散・流出対策 

地震発生時における倒壊建屋等からの有害物質の拡散・流出による健康被

害や環境への悪影響を防止するための対策を進める必要があります。 

また、近隣県の原子力発電所における異常事態等が発生した場合に、市民の

安全安心を守る体制を整備する必要があります。 

⇒第５章 施策分野ごとの推進方針 

５ 環境・安全（３）自然環境・環境衛生 ④ 有害物質の拡散・流出対策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事前に備えるべき目標７ 

制御不能な複合災害・二次災害を発生させないこと 

 

リスクシナリオ７－２ 

有害物質の大規模拡散・流出による荒廃 
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１ 農地・農業用施設の保全《再掲》 

農地が有する食料等の供給、国土の保全、水資源の涵養、自然環境の保全、

良好な景観形成等の多面的機能が発揮されるよう、平常時から農地及び農業

用施設を保全する必要があります。 

⇒第５章 施策分野ごとの推進方針 

２ 産業・観光（３）農林業対策 ② 農地・農業用施設の保全 

２ 森林の整備《再掲》 

森林が有する公益的機能（水源の涵養、国土の保全等）の維持、再生を図る

ため、適切な森林の整備と保全を推進していく必要があります。 

⇒第５章 施策分野ごとの推進方針 

２ 産業・観光（３）農林業対策 ⑤ 森林の整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事前に備えるべき目標７ 

制御不能な複合災害・二次災害を発生させないこと 

 

リスクシナリオ７－３ 

農地・森林等の被害による荒廃 
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１ 災害廃棄物等処理体制の整備《再掲》 

大規模災害発生時にも、災害廃棄物処理やし尿処理を円滑に行えるように

するための体制を整備する必要があります。 

⇒第５章 施策分野ごとの推進方針 

５ 環境・安全（３）自然環境・環境衛生 ① 災害廃棄物等処理体制の整備 

２ ごみ処理施設の更新 

大規模災害時でも安定的に施設の運転を継続する必要があります。 

⇒第５章 施策分野ごとの推進方針 

６ 都市経営（２）行政運営 ① 社会資本等の老朽化対策 

３ 空き家対策《再掲》 

災害発生時の倒壊等による危険を防ぐため、管理が不十分な老朽空家等に

ついて、除却や適正管理の指導等の対策を進める必要があります。 

⇒第５章 施策分野ごとの推進方針 

４ 都市基盤（３）空き家対策 ① 空き家対策 

４ 災害ボランティアの活動体制の整備 

災害時の人材不足を補完できるよう、多様な技術を有するボランティアを

確保しておく必要があります。 

また、災害ボランティアの活動を支援するため、ボランティア活動の主体と

なる社会福祉協議会、ＮＰＯ等との情報共有やボランティア活動をコーディ

ネートする人材に対する各種研修、訓練等を実施する必要があります。 

⇒第５章 施策分野ごとの推進方針 

６ 都市経営（１）市民参画・市民活動 ② 災害ボランティアの活動体制の整備 

 

 

 

事前に備えるべき目標８ 

社会・経済が迅速かつ従前より強靭な姿で復興できる条件を整備すること 

 

リスクシナリオ８－１ 

大量に発生する災害廃棄物の処理の停滞により復旧・復興が大幅に遅れ

る事態 
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１ 市内事業者の育成・支援等 

市内事業者の育成や事業継続に係る支援を行うとともに、市外からの企業

誘致を進める必要があります。 

⇒第５章 施策分野ごとの推進方針 

２ 産業・観光（１）商工業対策 ② 市内事業者の育成・支援等 

⑤ 企業誘致の推進 

２ 復興を担う市内事業者の人材確保 

大規模災害が発生した場合に備え、市内事業者において復旧・復興にあたる

人材の育成及び確保を推進しておく必要があります。 

⇒第５章 施策分野ごとの推進方針 

２ 産業・観光（１）商工業対策 ④ 復興を担う市内事業者の人材確保 

３ 災害ボランティアの活動体制の整備《再掲》 

災害時の人材不足を補完できるよう、多様な技術を有するボランティアを

確保しておく必要があります。 

また、災害ボランティアの活動を支援するため、ボランティア活動の主体と

なる社会福祉協議会、ＮＰＯ等との情報共有やボランティア活動をコーディ

ネートする人材に対する各種研修、訓練等を実施する必要があります。 

⇒第５章 施策分野ごとの推進方針 

６ 都市経営（１）市民参画・市民活動 ② 災害ボランティアの活動体制の整備 

４ 市職員体制の充実 

災害時に必要とされる専門知識や知見を有する職員の確保及び育成を進め

る必要があります。  

⇒第５章 施策分野ごとの推進方針 

６ 都市経営（２）行政運営 ③ 市職員体制の充実 

 

事前に備えるべき目標８ 

社会・経済が迅速かつ従前より強靭な姿で復興できる条件を整備すること 

 

リスクシナリオ８－２ 

復興を支える人材等（専門家、コーディネーター、労働者、地域に精通

した技術者等）の不足により復興ができなくなる事態 
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５ 受援体制の整備《再掲》 

近隣市等との間で締結している災害時相互応援協定による支援を、円滑か

つ効果的に受け入れることができるようにするため、受援体制を整備する必

要があります。 

⇒第５章 施策分野ごとの推進方針 

５ 環境・安全（２）地域防災・危機管理 ⑫ 受援体制の整備 
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１ 文化施設・文化財の防災 

平常時の防災対策として、文化施設及び文化財の耐震化や浸水対策、文化 

財の適切な維持管理を行う必要があります。 

また、災害時に文化財の被災状況の把握を速やかに行うことができる体制

を整備するとともに、文化財を修復する技術を伝承する必要があります。 

⇒第５章 施策分野ごとの推進方針 

１ 教育・文化（３）文化財等の防災対策 ① 文化財の防災 

６ 都市経営（２）行政運営 ① 社会資本等の老朽化対策 

２ 地域文化の保護・維持 

（１）地域文化を守る後継者の育成 

大規模災害後にも有形・無形の地域文化が継承されるよう、平常時から後継

者を育成する必要があります。 

⇒第５章 施策分野ごとの推進方針 

１ 教育・文化（３）文化財等の防災対策 ② 地域文化を守る後継者の育成 

（２）コミュニティ活動への支援 

大規模災害後も地域コミュニティと文化が継続していけるよう、平常時か

らコミュニティ活動の基盤である自治会活動を支援する必要があります。 

⇒第５章 施策分野ごとの推進方針 

６ 都市経営（１）市民参画・市民活動 ③ コミュニティ活動への支援 

 

 

 

 

 

 

事前に備えるべき目標８ 

社会・経済が迅速かつ従前より強靭な姿で復興できる条件を整備すること 

 

リスクシナリオ８－３ 

貴重な文化財の喪失、地域コミュニティの崩壊等による有形・無形の文

化の衰退・損失 
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１ オープンスペースの確保《再掲》 

発災後には火災による延焼防止や避難者の安全確保を図るため、復旧復興

時には仮設住宅等建設用地等として活用できるようにするため、オープンス

ペースを計画的に確保する必要があります。 

⇒第５章 施策分野ごとの推進方針 

４ 都市基盤（１）都市計画 ② オープンスペースの確保 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事前に備えるべき目標８ 

社会・経済が迅速かつ従前より強靭な姿で復興できる条件を整備すること 

 

リスクシナリオ８－４ 

事業用地の確保、仮設住宅・仮店舗・仮事業所等の整備が進まず復興が

大幅に遅れる事態 
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１ 事業者による事業継続計画（ＢＣＰ）の策定促進《再掲》 

事業者における自主的な防災対策を促すため、事業継続計画（ＢＣＰ）  

策定を促進する必要があります。 

⇒第５章 施策分野ごとの推進方針 

２ 産業・観光（１）商工業対策 ① 事業者による事業継続計画（ＢＣＰ） 

                  の策定促進 

２ 中小企業等の経営基盤の強化《再掲》 

災害による損害を受けた事業者に対し、資金繰りを改善するための対策を

効果的に行う必要があります。 

⇒第５章 施策分野ごとの推進方針 

２ 産業・観光（１）商工業対策 ③ 中小企業等の経営基盤の強化 

３ 農業者の育成・地産地消の推進等《再掲》 

全国的なサプライチェーンが機能不全になった場合でも、食料需要に対応

できるようにするため、農業の担い手を育成しておく必要があります。 

また、地産地消を推進するため、本市の農産物の安全性を確保し、平常時か

らＰＲしておく必要があります。 

⇒第５章 施策分野ごとの推進方針 

２ 産業・観光（３）農林業対策 ① 農業者の育成・地産地消の推進等 

４ 農地・農業用施設の保全《再掲》 

農地が有する食料等の供給、国土の保全、水資源の涵養、自然環境の保全、

良好な景観形成等の多面的機能が発揮されるよう、平常時から農地及び農業

用施設を保全する必要があります。 

⇒第５章 施策分野ごとの推進方針 

２ 産業・観光（３）農林業対策 ② 農地・農業用施設の保全 

 

事前に備えるべき目標８ 

社会・経済が迅速かつ従前より強靭な姿で復興できる条件を整備すること 

 

リスクシナリオ８－５ 

生産力の回復の遅れ、大量失業・倒産等による経済等への甚大な影響 
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５ 強い農業の育成《再掲》 

持続可能な本市農業を育成するため、担い手への農地集積による効率的な農

業基盤を整備するとともに、新技術の導入等による生産性向上を図る必要があ

ります。 

⇒第５章 施策分野ごとの推進方針 

２ 産業・観光（３）農林業対策 ③ 強い農業の育成 

６ 農業水利施設の老朽化対策及び耐震化《再掲》 

被災した場合に影響が大きい基幹的農業水利施設の損壊等による被害を防

止するため、老朽化対策や耐震化等の対策を推進する必要があります。 

⇒第５章 施策分野ごとの推進方針 

２ 産業・観光（３）農林業対策 ④ 農業水利施設の老朽化対策及び耐震化 
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第５章 施策分野ごとの推進方針 

リスクシナリオごとに検討した各施策分野からの課題について対策を講じ

るため、施策分野ごとの推進方針を以下のとおり検討・整理しました。 

 

 

１ 教育・文化 

 

（１）防災教育 

① 要配慮者利用施設（小中学校）の防災力向上 

主な関係課 学校教育課 

対応するリスクシナリオ １－１・１－２・１－３・１－４・１－５ 

２－２・２－３ 

【推進方針】 

災害発生時に小中学校の児童・生徒の安全を確保し、迅速に避難できるよう

にするため、防災教育及び防災訓練の実施を促進します。 

 

【取組の概要】 

〇小中学校における防災教育及び防災訓練（避難訓練等）の促進 

関連事業等 担当課 

〇各教科等における防災教育の推進 学校教育課 

〇避難訓練の実施 学校教育課 
 

 

（２）外国人支援 

① 外国人支援 

主な関係課 市民生活課 

対応するリスクシナリオ １－１・１－２・１－３・１－４・１－５ 

２－２・２－３ 

【推進方針】 

大規模災害発生時に、日本語による防災情報の理解が困難な外国人の安全

を確保するため、支援体制の整備を進めます。 

また、災害時における外国人支援の必要性に関する住民への意識啓発や 

外国人住民の防災意識の向上を図ります。 
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【取組の概要】 

〇防災に関する情報の多言語化及び県等との連携による外国語通訳や翻訳ボ

ランティアの確保 

〇防災訓練への外国人住民の参加促進 

 

（３）文化財等の防災対策 

① 文化財の防災 

主な関係課 文化課 

対応するリスクシナリオ ８－３ 

【推進方針】 

文化財の防災対策を推進するとともに、災害時の被災状況を速やかに把握

するための体制を整備します。また、文化財を修復するための技術の伝承を促

進します。 

【取組の概要】 

〇文化財の耐震化や浸水対策 

〇文化財の適切な維持管理の推進 

〇文化財の被災状況を把握するための体制整備 

〇文化財修復技術者の育成 

〇文化財防火訓練の実施 

関連事業等 担当課 

〇指定文化財維持管理等補助事業 文化課 

〇文化財防火デー関連行事 文化課 
 

 

② 地域文化を守る後継者の育成 

主な関係課 文化課 

対応するリスクシナリオ ８－３ 

【推進方針】 

大規模災害後にも有形・無形の地域文化が継承されるよう、平常時から後継 

者の育成を進めます。 
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【取組の概要】 

〇地域文化の後継者の育成 

関連事業等 担当課 

〇民俗芸能大会 文化課 

〇八木節振興事業 文化課 
 

 

 

２ 産業・観光 

 

（１）商工業対策 

① 事業者による事業継続計画（ＢＣＰ）の策定促進 

主な関係課 商業振興課・工業振興課 

対応するリスクシナリオ ５－１・８－５ 

【推進方針】 

事業者による自主的な防災対策を促すため、事業継続計画（ＢＣＰ）の策定

を促進します。 

【取組の概要】 

〇事業者への啓発 

 

② 市内事業者の育成・支援等 

主な関係課 商業振興課・工業振興課 

対応するリスクシナリオ ８－２ 

【推進方針】 

市内事業者の育成や事業継続に係る支援を行います。 

【取組の概要】 

〇起業者に対する支援 

〇融資制度の充実 

関連事業等 担当課 

〇足利市緊急特別融資制度 商業振興課 

〇セーフティネット保証認定 商業振興課 
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③ 中小企業等の経営基盤の強化 

主な関係課 商業振興課 

対応するリスクシナリオ ５－１・８－５ 

【推進方針】 

災害による損害を受けた事業者に対し、資金繰りを改善するための対策を 

行えるようにするため、制度の見直しを行います。 

【取組の概要】 

〇融資制度の充実 

関連事業等 担当課 

〇足利市緊急特別融資制度 商業振興課 

〇セーフティネット保証認定 商業振興課 
 

 

④ 復興を担う市内事業者の人材確保 

主な関係課 商業振興課・工業振興課 

対応するリスクシナリオ ８－２ 

【推進方針】 

復興を担う市内事業者の人材確保を支援するとともに、若年層の市内就労

を促進します。 

【取組の概要】 

〇市内企業の人材確保に係る支援 

〇若年層の市内就労促進 

関連事業等 担当課 

〇足利市内企業等地域人材確保事業 商業振興課 

〇ニート・フリーター未然防止講演会 商業振興課 
 

 

⑤ 企業誘致の推進 

主な関係課 工業振興課 

対応するリスクシナリオ ５－１・８－２ 

【推進方針】 

国内のサプライチェーン強化に資するため、また、大規模災害時に本市の復 

興を支える人材等を確保するため、東京圏等からの企業誘致を推進します。 
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【取組の概要】 

〇新たな産業団地の開発 

〇企業誘致の推進 

関連事業等 担当課 

〇（仮称）あがた駅北産業団地開発事業 工業振興課 

〇企業誘致事業 工業振興課 

〇産業用地バンク事業 工業振興課 
 

 

（２）帰宅困難者対策 

① 帰宅困難者対策 

主な関係課 商業振興課・工業振興課・観光振興課 

対応するリスクシナリオ ２－２・２－５・５－２ 

【推進方針】 

観光客や出張客等の旅行者が帰宅困難となった場合に備え、公共交通機関、

観光協会等の関係機関や観光施設等と連携し、連絡体制、代替輸送手段、避難

施設等の受入体制を整備します。 

また、市内事業所等において帰宅困難者が発生した場合に備え、事業所等に

おける食料や飲料水等の備蓄を促進します。 

【取組の概要】 

〇公共交通機関等の関係機関との連絡体制の確立 

〇想定される代替輸送体制等の共有化 

〇避難施設に関する情報共有 

〇事業所等における食料や飲料水等の備蓄促進 

〇コンビニエンスストアやスーパー等との協定締結による帰宅困難者の支援 

体制の構築 

 

（３）農林業対策 

① 農業者の育成・地産地消の推進等 

主な関係課 農政課 

対応するリスクシナリオ ５－３・８－５ 

【推進方針】 

全国的なサプライチェーンが機能不全になった場合でも、食料需要に対応 
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できるようにするため、農業の担い手の育成と経営基盤の充実を図ります。 

また、生産者と消費者との交流を図り、地産地消を推進するとともに、農業

生産工程管理（ＧＡＰ）の継続により、安全安心な農畜産物の生産を進めます。 

【取組の概要】 

〇担い手の育成及び経営基盤の充実 

〇農産物の安全性の確保及び地産地消の推進 

関連事業等 担当課 

〇新規就農塾開催事業 農政課 

〇農業次世代人材投資事業 農政課 

〇農産物ブランド強化支援事業 農政課 

〇地産地消推進事業 農政課 
 

 

② 農地・農業用施設の保全 

主な関係課 農政課・農林整備課・農業委員会事務局 

対応するリスクシナリオ ５－３・７－３・８－５ 

【推進方針】 

農地が有する食料等の供給、国土の保全、水資源の涵養、自然環境の保全、

良好な景観形成等の多面的機能が発揮されるよう、農地及び農業用施設の保

全に取り組みます。 

【取組の概要】 

〇有害鳥獣による農作物や農業用施設への被害防止 

〇耕作放棄地の発生防止及び再利用の促進 

〇農業用ため池、農業用水路等農業用施設の維持管理の推進 

関連事業等 担当課 

〇有害鳥獣対策事業 農林整備課 

〇多面的機能支払事業 農林整備課 

〇かんがい排水事業 農林整備課 

〇農地パトロール事業 農業委員会事務局 
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③ 強い農業の育成 

主な関係課 農政課・農林整備課・農業委員会事務局 

対応するリスクシナリオ ５－３・８－５ 

【推進方針】 

持続可能な本市農業を育成するため、担い手への農地集積による効率的な

農業基盤を整備します。また、品目・品種の選定や新技術の導入等による生産

性向上を図ります。 

【取組の概要】 

〇農業基盤整備の推進 

〇農地集積への支援 

〇新技術の導入等による生産コストの低減及び生産性の向上 

〇栽培技術の向上 

関連事業等 担当課 

〇南部地域土地改良事業 農林整備課 

〇産地パワーアップ事業 農政課 

〇園芸作物産地強化推進事業 農政課 

〇次世代農業強化支援事業 農政課 

〇人・農地問題解決加速化支援事業 農業委員会事務局 

〇農地中間管理機構集積・集約化活動

事業費補助金 

農業委員会事務局 

 

 

④ 農業水利施設の老朽化対策及び耐震化 

主な関係課 農林整備課 

対応するリスクシナリオ ５－３・７－１・８－５ 

【推進方針】 

被災した場合に農業生産等への影響が大きい農業用ため池や頭首工等の基

幹的農業水利施設の老朽化対策及び耐震化を推進します。 

【取組の概要】 

〇各農業水利施設の管理者における耐震化等の促進に向けた支援 

〇防災重点農業用ため池の耐震化等の促進 
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関連事業等 担当課 

〇かんがい排水事業 農林整備課 

〇農村地域防災減災事業 農林整備課 
 

 

⑤ 森林の整備 

主な関係課 農林整備課 

対応するリスクシナリオ １－３・７－３ 

【推進方針】 

森林の有する水源の涵養、国土の保全、地球温暖化の防止等の多面的機能が

発揮されるよう、森林の整備を推進します。  

【取組の概要】 

〇森林の経営管理の促進 

関連事業等 担当課 

〇森林管理整備事業 農林整備課 

〇林業振興対策事業 農林整備課 

〇里山林整備事業 農林整備課 
 

 

⑥ 農林道の整備 

主な関係課 農林整備課 

対応するリスクシナリオ ２－１・２－２・２－４・５－２・６－３ 

【推進方針】 

災害発生時に迂回路として活用し得る農道や林道の整備を推進します。 

【取組の概要】 

〇迂回路として活用し得る農林道の整備 

関連事業等 担当課 

〇林道維持事業 農林整備課 

〇林道事業 農林整備課 
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⑦ 卸売市場施設の防災対策 

主な関係課 農政課 

対応するリスクシナリオ ５－３ 

【推進方針】 

災害発生時における卸売市場の機能を確保するため、事業者との連携によ

り、停電時の電源確保等の施設の防災対策の強化や、事業者による事業継続計

画（ＢＣＰ）策定等の対策を促進します。 

【取組の概要】 

〇事業者への啓発等 

 

 

３ 健康・福祉 

 

（１）耐震等対策 

① 社会福祉施設の耐震化等 

主な関係課 障がい福祉課・元気高齢課・児童家庭課 

こども課・建築指導課 

対応するリスクシナリオ １－１ 

【推進方針】 

地震や火災が発生すると多くの人命に関わる社会福祉施設において、国の

支援制度等を有効活用し、耐震化等を促進します。 

【取組の概要】 

〇社会福祉施設（高齢者・障がい者・児童福祉施設等）、幼稚園等の要配慮者 

利用施設の耐震化 

〇ブロック塀の安全対策及び防火対策（スプリンクラー設置等） 

〇施設の移転等の促進 

関連事業等 担当課 

〇老人福祉施設整備費補助事業 元気高齢課 
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（２）要配慮者支援 

① 要配慮者利用施設（福祉・医療施設）の防災力向上 

主な関係課 健康福祉部各課 

対応するリスクシナリオ １－１・１－２・１－３・１－４・１－５ 

２－２・２－３ 

【推進方針】 

災害発生時に社会福祉施設等の利用者の安全を確保し、迅速に避難できる

ようにするため、防災計画の作成、防災訓練の実施、非常用物資の備蓄等を促

進します。また、要配慮者利用施設に対する情報伝達体制を整備します。 

【取組の概要】 

〇要配慮者利用施設における避難確保計画の作成、防災訓練、非常用物資の備 

蓄等の促進 

〇要配慮者利用施設に対する情報伝達体制の整備 

関連事業等 担当課 

〇防災訓練等を実施する支援員がい

る放課後児童クラブに対する処遇

改善加算の給付 

児童家庭課 

 

〇台風接近時等における社会福祉施

設への一斉送信メールによる注意

喚起 

健康福祉部各課 

 

 

② 避難行動要支援者対策 

主な関係課 社会福祉課・障がい福祉課・元気高齢課     

児童家庭課・こども課 

対応するリスクシナリオ １－１・１－２・１－３・１－４・１－５ 

２－２・２－３ 

【推進方針】 

災害発生時の一連の行動に支援を必要とする避難行動要支援者の安全を確

保するため、避難行動要支援者対策を推進します。 

【取組の概要】 

〇避難行動要支援者名簿の作成及び個別計画の策定促進 

〇情報伝達・避難誘導等に迅速に対応するための体制整備 
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〇民生委員・児童委員に対する情報伝達体制の整備 

〇支援を必要とする人を解り易くすると共に支援者が支援しやすい環境整備 

〇各種福祉団体による防災研修の促進 

関連事業等 担当課 

〇避難行動要支援者名簿作成事業 社会福祉課 

〇ヘルプマーク・ヘルプカード普及・

啓発事業 

障がい福祉課 

〇放課後児童クラブに対する消防防 

災情報メールの登録促進 

児童家庭課 

 

 

（３）医療・健康 

① 医療関係機関との連携強化 

主な関係課 健康増進課 

対応するリスクシナリオ ２－４ 

【推進方針】 

災害時の医療体制を確保するため、緊急時における県、医療関係機関等、消

防本部との協力応援体制を整備します。 

【取組の概要】 

〇医療関係機関との災害時における医療救護活動に関する協力体制の構築 

〇救護所の運営等、連携・協力体制の構築 

〇医療関係機関との通信訓練等の実施 

 

② 感染症等予防対策 

主な関係課 健康増進課 

対応するリスクシナリオ ２－６ 

【推進方針】 

避難所、被災地域での感染症発生予防、まん延防止のため、平常時から感染

症予防対策に取り組みます。 

【取組の概要】 

〇予防接種や消毒を行うための体制等の構築 

〇予防接種の推進 

〇マスクや手指消毒剤等感染症等予防対策のための備蓄等の啓発    
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４ 都市基盤 

 

（１）都市計画 

① コンパクトプラスネットワークによるまちづくりの推進 

主な関係課 都市計画課 

対応するリスクシナリオ １－２・１－３ 

【推進方針】 

立地適正化計画等を策定・推進し、災害リスクに配慮した居住の誘導を行い

ます。 

【取組の概要】 

〇立地適正化計画の策定 

関連事業等 担当課 

〇立地適正化計画策定事業 都市計画課 
 

 

② オープンスペースの確保 

主な関係課 都市計画課・市街地整備課 

対応するリスクシナリオ １－１・８－４ 

【推進方針】 

発災後の火災による延焼防止や避難者の安全確保を図るため、幹線道路、公

園、緑地、鉄道、河川、農地等を有機的に組合せた土地利用を推進します。 

また、復旧復興時の仮設住宅等建設用地等として活用できるようにするた

め、公園、緑地等を計画的に配置します。 

【取組の概要】 

〇計画的なオープンスペースの確保 

〇計画的な公園・緑地の配置         

関連事業等 担当課 

〇公園造成事業 市街地整備課 
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③ 防火地域等の見直し 

主な関係課 都市計画課 

対応するリスクシナリオ １－１ 

【推進方針】 

市街地密集区域を中心に、建築物の不燃化の促進を図るため、防火地域、準

防火地域の見直しを行います。 

【取組の概要】 

〇防火地域、準防火地域の見直し 

 

（２）耐震等対策 

① 住宅・建築物の耐震化 

主な関係課 建築指導課 

対応するリスクシナリオ １－１ 

【推進方針】 

「足利市建築物耐震改修促進計画」に基づき、効果的な普及啓発を行うとと

もに、国の支援制度等を有効活用し、県と連携しながら、耐震化を促進します。 

【取組の概要】 

〇住宅の耐震化の促進 

〇学校、病院、旅館・ホテル等多数の者が利用する建築物の耐震化の促進 

〇特定天井等の非構造部材、ブロック塀等の耐震対策の促進 

関連事業等 担当課 

〇建築物耐震改修促進事業 

・木造住宅耐震診断補助 

・木造住宅耐震改修補助 

・木造住宅耐震建替補助 

建築指導課 

〇住宅耐震普及ローラー作戦 建築指導課 
 

 

② 応急危険度判定体制の整備 

主な関係課 都市計画課・建築指導課 

対応するリスクシナリオ １－１ 

【推進方針】 

県と協力し、被災宅地危険度判定に関する組織づくりを行います。 
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また、県、建築士会等の関係団体と協力し、被災建築物の応急危険度判定 

士の資格を有する市職員を育成し、災害時に備えます。 

【取組の概要】 

〇県との連携による被災宅地危険度判定に関する組織づくり 

〇県、建築士会等の関係団体が行う講習会への参加 

 

（３）空き家対策 

① 空き家対策 

主な関係課 建築指導課 

対応するリスクシナリオ １－１・８－１ 

【推進方針】 

災害発生時の倒壊等による危険を防ぐため、「足利市空家等対策計画」に基

づき、管理が不十分な老朽空家対策を推進します。 

【取組の概要】 

〇老朽空家等の所有者に対する除却や適正管理の指導等 

関連事業等 担当課 

〇空き家対策総合支援事業 

・特定空家等解体費補助金事業 

建築指導課 

 

 

（４）市街地整備 

① 市街地整備 

主な関係課 市街地整備課・道路河川整備課・道路河川保全課 

対応するリスクシナリオ １－１・５－２・６－３ 

【推進方針】 

道路、公園等の都市施設の整備改善を進め、防災性の向上を図るとともに、

大規模災害時においても十分な機能が発揮できるよう、老朽化対策を推進し

ます。 

また、土地区画整理事業の推進により、防災性の高い良好な居住環境を創出

します。 

 

【取組の概要】 

〇防災性向上に資する道路・公園整備 
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〇長寿命化計画に基づいた道路、公園等の計画的な点検・調査・維持補修・  

更新 

〇土地区画整理事業の推進 

関連事業等 担当課 

〇都市公園安全・安心対策事業 市街地整備課 

〇山辺西部第一土地区画整理事業 山辺西部土地区画整理事務所 

〇山辺西部第二土地区画整理事業 山辺西部土地区画整理事務所 

〇大日西土地区画整理事業 市街地整備課 

〇中央土地区画整理事業 市街地整備課 

〇幹線道路の整備事業 道路河川整備課 

〇橋梁長寿命化修繕事業  道路河川整備課、道路河川保全課 

〇舗装維持修繕事業  道路河川整備課 

〇道路維持補修事業 道路河川保全課 
 

 

（５）道路・交通 

① 道路の防災・減災 

主な関係課 道路河川整備課・道路河川保全課 

対応するリスクシナリオ ２－１・２－２・２－４・５－２・６－３ 

【推進方針】 

災害発生時に、被災地域への物資輸送を迅速確実に行えるようにするため、

また、市民生活や経済活動に支障をきたすことを防ぐため、道路の防災・減災

対策を推進します。 

【取組の概要】 

〇災害が発生する危険性がある箇所等の防災・減災対策 

関連事業等 担当課 

〇道路改良事業 道路河川整備課 

〇舗装維持修繕事業 道路河川整備課 

〇橋梁長寿命化修繕事業 道路河川整備課・道路河川保全課 

〇道路メンテナンスサイクル事業 道路河川保全課 

〇道路維持補修事業 道路河川保全課 

〇交通安全対策事業 道路河川保全課 

〇排水ポンプ等保守管理業務 道路河川保全課 
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② 道路啓開体制の整備 

主な関係課 道路河川保全課 

対応するリスクシナリオ ２－１・２－２・２－４・５－２・６－３ 

【推進方針】 

災害に伴う道路の途絶を迅速に解消するため、装備資機材の充実を図り 

ます。 

【取組の概要】 

〇装備資機材の充実 

 

③ 交通結節点への連携強化 

主な関係課 都市計画課・道路河川整備課 

対応するリスクシナリオ ５－２・６－３ 

【推進方針】 

災害発生時においても交通結節点への安全かつ円滑な通行を確保するた

め、交通結節点に接続する幹線道路等や、代替輸送車両等の滞留の用に供する

ための駅前広場等を整備します。 

【取組の概要】 

〇交通結節点に接続する幹線道路等の整備促進 

〇スマートインターチェンジの整備 

〇駅前広場等の整備 

関連事業等 担当課 

〇幹線道路の整備事業 道路河川整備課 

〇駅前広場等整備事業 道路河川整備課 
 

 

④ 多機能型駐車施設の整備 

主な関係課 道路河川整備課 

対応するリスクシナリオ ２－３・３－１ 

【推進方針】 

大規模災害発生時の防災拠点機能を有する多機能型駐車施設の整備を推進

します。 
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【取組の概要】 

〇多機能型駐車施設の整備 

関連事業等 担当課 

〇多機能型駐車施設整備事業 道路河川整備課 
 

 

（６）河川・浸水対策 

① 中橋の架け替え 

主な関係課 都市計画課・道路河川整備課 

対応するリスクシナリオ １－２ 

【推進方針】 

中橋取り付け部付近は堤防より低く、渡良瀬川の増水の際には越水する可

能性があるため、できるだけ早期に架け替えを行えるよう国、県へ働きかけ 

ます。 

【取組の概要】 

〇中橋架け替えの早期着手に向けての国、県への働きかけ 

関連事業等 担当課 

〇中橋架け替えに伴う関連道路等の

整備事業 

道路河川整備課 

 

 

② 河川・排水路の治水対策 

主な関係課 道路河川整備課・道路河川保全課 

対応するリスクシナリオ １－２・７－１ 

【推進方針】 

河川及び排水路や樋門・樋管を適正に維持管理・改修するとともに、一級河

川については、管理者である国、県に対し改修要望を行います。 

また、溢水の原因となる土砂の浚渫など適切な維持管理を行います。 

【取組の概要】 

〇河川及び排水路改修の推進 

〇河川及び排水路の維持管理 

関連事業等 担当課 

〇河川及び排水路の改修事業 道路河川整備課・道路河川保全課 

〇河川及び排水路浚渫等事業 道路河川保全課 
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〇樋門・樋管等の更新・改修事業 道路河川保全課 

〇水門等保守点検修繕業務 道路河川保全課 

〇河川巡視、補修等の維持管理業務 道路河川保全課 

○県営河川事業（負担金） 道路河川保全課 
 

 

③ 河川管理施設の長寿命化対策 

主な関係課 道路河川保全課・下水道施設課 

対応するリスクシナリオ １－２・７－１ 

【推進方針】 

豪雨等による被害を最小限に止めるため、河川管理施設について適正  

な維持管理や長寿命化対策を図ります。 

【取組の概要】 

〇市管理の堤防・護岸、樋門・樋管等の計画的な維持管理 

関連事業等 担当課 

〇河川排水路浚渫等事業 道路河川保全課 

〇樋門・樋管等の更新・改修事業 道路河川保全課 

〇水門等保守点検修繕業務 道路河川保全課 

〇河川巡視、補修等の維持管理業務 道路河川保全課 

〇公共下水道等ゲート等保守点検業

務 

下水道施設課 

 

 

④ 市街地等の排水対策 

主な関係課 道路河川整備課・道路河川保全課・下水道施設課 

対応するリスクシナリオ １－２ 

【推進方針】 

市街地等における浸水多発地域の被害軽減のため、雨水対策施設の整備や

各河川等管理者による総合的な雨水対策計画の策定に取組みます。 

河川の安全度を考慮しながら、事業者等に対し適切な雨水流出調整の指導

を行います。 

【取組の概要】 

〇排水路等の整備  

〇下水道施設の機能向上 
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〇浸水被害を想定した下水道施設の耐水化 

〇流域土地利用との調整指導 

関連事業等 担当課 

〇一般排水路整備事業 道路河川整備課・道路河川保全課 

〇河川排水路浚渫等事業 道路河川保全課 

〇樋門・樋管等の更新・改修事業 道路河川保全課 

〇水門等保守点検修繕業務 道路河川保全課 

〇河川巡視、補修等の維持管理業務 道路河川保全課 

○排水ポンプ等保守管理業務 道路河川保全課 

○ストックマネジメント事業 下水道施設課 
 

 

（７）土砂災害対策 

① 土砂災害防止施設の整備 

主な関係課 道路河川保全課 

対応するリスクシナリオ １－３ 

【推進方針】 

土砂災害が発生した場合、人的被害や住家被害等のほか、公共施設や交通網

の機能が損なわれるおそれがあるため、県と連携し、土砂災害警戒区域内の重

点整備箇所に係る土砂災害防止施設を整備するなど、対策を推進します。 

【取組の概要】 

〇県と連携した土砂災害防止施設の整備 

関連事業等 担当課 

〇県営砂防事業（負担金） 道路河川保全課 

〇県営急傾斜地崩壊対策事業（負担金） 道路河川保全課 
 

 

（８）水道施設対策 

① 水道施設の耐震化等 

主な関係課 水道施設課 

対応するリスクシナリオ ２－１・２－４・２－６・６－２ 

【推進方針】 

災害発生時における飲料水供給の長期停止を防止するため、浄水場等の水

道施設や基幹管路等の耐震化を推進します。また、水道施設等の被害発生に備
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え、応急給水・復旧体制の整備を進めます。 

【取組の概要】 

〇水道施設の耐震化や計画的な更新 

〇病院や避難所等に配水する基幹管路等の耐震化 

〇応急給水・復旧体制の整備 

関連事業等 担当課 

〇上水道耐震化対策事業 水道施設課 
 

 

② 工業用水の安定供給 

主な関係課 水道施設課 

対応するリスクシナリオ ６－２ 

【推進方針】  

工業用水の安定供給を確保するため、水源の保全と、計画的な施設点検及

び修繕を行います。 

【取組の概要】 

〇水源及び施設の適切な維持 

 

 

５ 環境・安全 

 

（１）消防・火災予防 

① 消防力の充実強化 

主な関係課 消防総務課・警防指揮課 

対応するリスクシナリオ １－１・１－２・１－３・１－４・２－３ 

３－１ 

【推進方針】 

消防施設、設備・資機材等の一層の充実及び適切な維持管理を図ります。 

消防団員の確保に努めるほか、教育訓練を充実し、技術の向上を進めます。 

緊急消防援助隊等の広域的な消防応援受入体制の整備を進めます。 

【取組の概要】 

〇消防施設、設備・資機材等の整備促進 

〇消防団員の確保及び教育訓練の充実 
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〇緊急消防援助隊等の広域的な消防応援受入体制の整備 

関連事業等 担当課 

消防団活性化総合整備費 消防総務課 

常備消防費 警防指揮課 

消防施設費 警防指揮課 
 

 

② 火災予防対策 

主な関係課 予防課 

対応するリスクシナリオ １－１ 

【推進方針】 

集客施設や社会福祉施設等に対する防火指導、各種防火団体の育成指導を

充実するほか、地域住民、事業者などと連携し、市民の防火意識を高めます。 

【取組の概要】 

〇集客施設や社会福祉施設等に対する防火指導 

〇各種防火団体の育成指導 

〇市民への防火啓発 

関連事業等 担当課 

火災予防運動の推進 予防課 

住宅用火災警報器の設置促進 予防課 
 

 

（２）地域防災・危機管理 

① 防災意識の高揚・事前防災の促進 

主な関係課 危機管理課 

対応するリスクシナリオ １－１・１－２・１－３・１－４・１－５ 

２－２・２－３ 

【推進方針】 

各種広報媒体や出前講座等により、地震に備えた家具転倒防止措置、風水害

に備えた避難経路等の確認、非常用物資の備蓄等、市民１人ひとりの防災意識

の高揚を図ります。 

【取組の概要】 

〇出前講座等による防災研修の促進 

〇防災冊子、各種広報媒体を活用した啓発の充実 
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関連事業等 担当課 

〇防災講話（出前講座） 危機管理課 

〇ハザードマップ改訂事業 危機管理課 
 

 

② 自主防災会の育成 

主な関係課 危機管理課 

対応するリスクシナリオ １－１・１－２・１－３・１－４・１－５ 

２－２・２－３ 

【推進方針】 

全自主防災会において、大規模災害発生時にも地域住民による助け合いが

円滑に行えるようにするため、防災訓練の促進、防災リーダーの育成等、自主

防災会の育成・充実を推進します。 

【取組の概要】 

〇地区防災計画の作成支援 

〇自主防災会内の情報伝達体制の強化 

〇防災リーダーの育成 

〇防災用資器材の整備促進 

〇防災訓練の促進 

〇出前講座等による防災研修の促進 

関連事業等 担当課 

〇防災リーダー研修会 危機管理課 

〇防災用資器材配付事業 危機管理課 

〇防災訓練助成事業 危機管理課 

〇防災講話（出前講座） 危機管理課 
 

 

③ 災害リスクに係る市民への周知・啓発 

主な関係課 危機管理課・下水道施設課 

対応するリスクシナリオ １－２・１－３ 

【推進方針】 

最新の情報により、洪水・土砂災害ハザードマップ及び内水ハザードマップ

（過去に足利市内で内水氾濫の実績がある区域を表示した地図）を更新し、市
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民に周知するとともに、有効活用を促進します。 

【取組の概要】 

〇「足利市洪水・土砂災害ハザードマップ」及び「内水ハザードマップ」の   

更新及び市民への周知 

〇出前講座等によるハザードマップの有効活用促進 

関連事業等 担当課 

〇ハザードマップ改訂事業 危機管理課 

〇内水ハザードマップ更新事業 下水道施設課 

〇防災講話（出前講座） 危機管理課 
 

 

④ 防災情報収集体制の強化 

主な関係課 危機管理課・道路河川保全課・通信指令課 

対応するリスクシナリオ １－２・１－３・１－４・１－５・２－２ 

４－１ 

【推進方針】 

防災情報を的確に入手するため、情報通信技術（ＩＣＴ）等の活用を推進し  

ます。 

国、県の関係機関との情報伝達を円滑に行えるよう、連携強化を図ります。 

消防通信設備の充実を図ります。 

【取組の概要】 

〇情報通信技術（ＩＣＴ）等の導入促進 

〇防災関係機関等との連携による情報伝達訓練等の実施 

○地下道等通信設備の充実 

〇消防通信設備の充実 

 

関連事業等 担当課 

〇防災行政情報通信ネットワークシ

ステム管理運営費 

危機管理課 

〇防災行政無線管理運営費 危機管理課 

〇災害情報共有システム管理運営費 危機管理課 

〇情報伝達訓練 危機管理課・道路河川保全課 

○地下道等通信設備管理業務 道路河川保全課 
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〇高機能消防指令センター、消防救急

デジタル無線設備の維持管理・運用 

通信指令課 

 

 

⑤ 防災情報発信体制の強化 

主な関係課 危機管理課・通信指令課 

対応するリスクシナリオ １－２・１－３・１－４・１－５・２－２ 

４－１ 

【推進方針】 

災害の状況に応じた多様な情報伝達手段を確保・運用するとともに、消防防

災情報メールの登録を促進します。また、自主防災会（自治会）における連絡

網の作成を促進します。 

【取組の概要】 

〇市民等に対する多様な情報伝達手段の確保及び適切な運用 

〇自主防災会（自治会）における連絡網の作成促進 

〇自主防災会等との連携による情報伝達訓練の実施 

〇消防防災情報メールの登録促進 

〇消防通信設備の充実 

関連事業等 担当課 

〇Ｊアラート、Ｌアラート、エリアメ

ール関連システムの維持管理・運用 

危機管理課 

〇消防防災情報メールシステムの維

持管理・運用 

通信指令課 

〇情報伝達訓練 危機管理課・道路河川保全課 
 

 

⑥ 避難所対策 

主な関係課 危機管理課 

対応するリスクシナリオ １－２・２－２ 

【推進方針】 

最新の浸水想定区域や土砂災害警戒区域を考慮の上、指定避難所を再検討

します。 

また、地域住民の一時的又は自主的な避難所（場所）として、民間施設の活

用を推進します。 
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【取組の概要】 

〇指定避難所の見直し 

〇民間企業等と連携した避難所（場所）としての民間施設活用 

関連事業等 担当課 

〇ハザードマップ改訂事業 危機管理課 
 

 

⑦ 避難所の感染症対策 

主な関係課 危機管理課・社会福祉課・健康増進課 

教育総務課・学校管理課 

対応するリスクシナリオ ２－６ 

【推進方針】 

避難所の感染症対策に必要な施設、資機材等の整備を進めるとともに、感染

症対策を踏まえた「避難所開設・運営訓練」を継続的に実施し、避難所運営マ

ニュアル及び職員体制の充実を図ります。 

【取組の概要】 

〇感染症対策に必要な施設、資機材等の整備 

〇「避難所開設・運営訓練」の実施等 

関連事業等 担当課 

〇防災倉庫備品等整備事業 危機管理課 

〇避難所開設・運営訓練 危機管理課・社会福祉課 

健康増進課・教育総務課 

〇市立小中学校トイレ改修事業 学校管理課 
 

 

⑧ 物資等の備蓄及び調達体制の整備 

主な関係課 危機管理課 

対応するリスクシナリオ ２－１・２－２・２－５ 

【推進方針】   

防災倉庫における現物備蓄及び民間企業等との災害時応援協定締結によ

る流通備蓄の充実を図ります。 

また、家庭における食料品等の備蓄を促進します。 

【取組の概要】 

〇防災倉庫における現物備蓄の充実 
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〇民間企業等との災害時応援協定締結推進 

〇家庭における備蓄の啓発 

関連事業等 担当課 

〇非常食備蓄事業 危機管理課 

〇防災倉庫備品等整備事業 危機管理課 

〇防災講話（出前講座） 危機管理課 
 

 

⑨ 緊急輸送体制の整備 

主な関係課 財産活用課・危機管理課・消防総務課 

対応するリスクシナリオ ２－１・２－２・２－４・５－２・６－３ 

【推進方針】 

災害発生時に、被災地域へ備蓄物資や救援物資を迅速かつ確実に輸送する 

ほか、傷病者の搬送等に資するため、災害時緊急通行車両を確保します。 

また、関係機関と連携しながら、緊急輸送体制を整備します。 

【取組の概要】 

〇災害時緊急通行車両の確保 

〇民間企業等との協定締結による体制整備 

〇臨時ヘリポートの選定   

 

⑩ ライフラインの応急・復旧活動のための連携体制整備 

主な関係課 危機管理課 

対応するリスクシナリオ ２－１・２－４・６－１ 

【推進方針】 

ライフライン関係機関が応急・復旧活動を円滑に実施できるようにするた

め、市とライフライン関係機関との連携体制を整備します。 

【取組の概要】 

〇ライフラインの応急・復旧活動の円滑な実施に必要な連携体制整備 

 

 

 

 

 



 

100 

 

⑪ 業務継続体制の整備 

主な関係課 危機管理課・各課 

対応するリスクシナリオ ３－１・４－１ 

【推進方針】 

「大規模災害（地震・洪水）時における足利市業務継続計画」を市職員へ周

知徹底し、その見直しを不断に行うことで、大規模災害時における業務継続体

制の整備を推進します。 

【取組の概要】 

〇業務継続計画の定期的な見直し 

〇各課における非常時優先業務の確認 

〇各課における業務継続に必要な事項の改善   

 

⑫ 受援体制の整備 

主な関係課 危機管理課 

対応するリスクシナリオ ２－３・３－１・８－２ 

【推進方針】 

近隣市等との間で締結している災害時相互応援協定による支援を、円滑か

つ効果的に受け入れることができるようにするため、受援体制を整備します。 

【取組の概要】 

〇災害時受援計画の策定 

 

（３）自然環境・環境衛生 

① 災害廃棄物等処理体制の整備 

主な関係課 クリーン推進課 

対応するリスクシナリオ ２－６・８－１ 

【推進方針】 

大規模災害発生時にも、災害廃棄物処理やし尿処理を円滑に行えるように

するための体制を整備します。 

【取組の概要】 

〇災害廃棄物等の仮置き場の選定 

〇有害物質を含む廃棄物の確実な処理方法の確立 

〇収集受託業者との連携による円滑な処理体制の整備     
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② 感染症等予防対策 

主な関係課 環境政策課 

対応するリスクシナリオ ２－６ 

【推進方針】 

避難場所、被災地域での感染症の発生予防、まん延防止、食中毒の発生予防

のため、平常時から感染症予防対策に取り組みます。 

【取組の概要】 

〇地下水汚染調査、害虫駆除等を行うための体制等の構築 

関連事業等 担当課 

〇地下水汚染調査 環境政策課 
 

 

③ 再生可能エネルギー等の活用 

主な関係課 環境政策課 

対応するリスクシナリオ ６－１ 

【推進方針】 

大規模災害発生時における電源を確保するため、太陽光発電等の再生可能

エネルギーの利活用に加えて、蓄電池との組合せを促進し、さらに、コージェ

ネレーション等の導入促進により、エネルギーの自立分散化を図ります。 

【取組の概要】 

〇太陽光発電や蓄電池の導入促進 

〇公共施設屋根貸出し事業の設備活用推進 

〇再生可能エネルギーの普及促進 

関連事業等 担当課 

〇エコ・アクションポイント事業 環境政策課 

〇公共施設屋根貸出し事業 環境政策課 
 

 

④ 有害物質の拡散・流出対策 

主な関係課 危機管理課・環境政策課・予防課 

対応するリスクシナリオ ７－２ 

【推進方針】 

大規模災害に伴う有害物質の拡散・流出による健康被害や環境への悪影響
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を防止するための対策を推進します。 

【取組の概要】 

〇有害物質の適正管理等の促進        

〇典型７公害（大気汚染、水質汚濁、騒音、振動、悪臭、土壌汚染、地盤沈 

下）等の調査、指導 

〇工場等の新増設時における公害対策事前協議 

〇県と連携した原子力災害に関する連絡体制の整備 

〇環境モニタリング調査体制の整備 

関連事業等 担当課 

〇県と合同の工場パトロール調査 環境政策課 

〇公共用水域水質調査 環境政策課 

〇土壌汚染及び臭気調査 環境政策課 

〇空間放射線量測定器の貸出し 環境政策課 

〇市内における定点観測及びモニタ

リングポストの空間放射線量測定

結果の公表 

環境政策課 

 

 

（４）下水道施設対策 

① 下水道施設の耐震化等 

主な関係課 下水道施設課 

対応するリスクシナリオ ２－６・６－２ 

【推進方針】 

災害発生時における公衆衛生問題や感染症の発生を防止するため、   

下水道施設の耐震化や老朽化対策を推進します。 

【取組の概要】 

〇汚水処理施設の耐震化、計画的な施設更新 

〇緊急輸送路や病院、避難所等の重要な幹線に係る管路施設の改築更新 

〇耐用年数を経過した管路やマンホール蓋の改築更新 

関連事業等 担当課 

〇ストックマネジメント事業 下水道施設課 

〇水処理センター耐震化事業 下水道施設課 
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６ 都市経営 

 

（１）市民参画・市民活動 

① 広報の充実 

主な関係課 秘書広報課 

対応するリスクシナリオ １－１・１－２・１－３・１－４・１－５ 

２－２・２－３・４－１ 

【推進方針】 

 各種広報媒体を活用し、平常時は市民の事前防災に資する情報の充実を図 

るとともに、災害時には、市民の安全確保に繋がる情報を迅速に発信します。 

【取組の概要】 

〇広報誌、ホームページ、ＳＮＳ等の充実 

〇災害時に迅速に情報発信するための体制整備 

関連事業等 担当課 

〇各種広報媒体を活用した広報事業 秘書広報課 
 

 

② 災害ボランティアの活動体制の整備 

主な関係課 市民生活課 

対応するリスクシナリオ ８－１・８－２ 

【推進方針】 

災害時の人材不足を補完できるよう、平常時から多様な技術を有するボラン 

ティアを確保するとともに、災害発生時においてボランティア活動が円滑に

行われるよう、社会福祉協議会、県等と連携しながら環境を整備します。 

【取組の概要】 

〇災害ボランティアとして多様な技術を有する人材の確保 

〇ボランティア活動をコーディネートする人材の資質向上のための各種   

 研修、訓練等実施 

〇ボランティア派遣等のコーディネートを行う人材の発掘 
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③ コミュニティ活動への支援 

主な関係課 市民生活課 

対応するリスクシナリオ ８－３ 

【推進方針】 

大規模災害後も地域コミュニティと文化が継続していけるよう、平常時か

らコミュニティ活動の基盤である自治会活動を支援します。 

【取組の概要】 

〇自治会組織及び活動に対する支援 

 

（２）行政運営 

① 社会資本等の老朽化対策 

主な関係課 財産活用課・公共施設整備課 

対応するリスクシナリオ １－１・２－６・８－１・８－３ 

【推進方針】 

今後急速に進行する社会資本等の老朽化に対応するため、計画的な維持管

理・更新等に取り組むとともに、耐震化、浸水対策等を推進し、関係施設の強

靭化を図ります。 

【取組の概要】 

〇「足利市公共施設等総合管理計画」や「個別施設計画」等に沿った施設等 

の適正配置・維持管理・長寿命化・更新   

〇大型公共施設の更新 

関連事業等 担当課 

〇新焼却施設等整備事業 公共施設整備課・クリーン推進課 

〇新斎場整備事業 公共施設整備課・市民課 

〇新市民会館整備事業 公共施設整備課・文化課 

〇橋梁長寿命化修繕事業 道路河川整備課・道路河川保全課 

〇舗装維持修繕事業 道路河川整備課 

〇都市公園安全・安心対策事業 市街地整備課 

〇地域住宅計画に基づく事業 

・公営住宅等整備事業 

・公営住宅等ストック総合改善事業 

建築住宅課 
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② 防災拠点機能の確保 

主な関係課 財産活用課・情報管理課 

対応するリスクシナリオ ２－３・３－１・４－１ 

【推進方針】 

大規模災害発生時における迅速かつ的確な応急対策を実施するため、防災

拠点となる施設について、計画的な整備等を推進します。  

【取組の概要】 

〇本庁舎等の適切な維持管理及び建替の検討 

〇本庁舎等の非常用発電機の整備・維持や稼働に必要な燃料の確保 

〇本庁舎における電源喪失時にも、情報システムの電源が確保できる対策の 

推進 

関連事業等 担当課 

〇庁舎維持補修事業 財産活用課 
 

 

③ 市職員体制の充実 

主な関係課 人事課 

対応するリスクシナリオ ８－２ 

【推進方針】 

災害時に必要とされる専門知識や知見を有する職員の確保及び育成を進め

ます。 

【取組の概要】 

〇専門職等（保健師・技術系職員・消防職員等）の計画的な採用 

〇職員研修等の充実 
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第６章 計画の推進及び進捗管理 

 

  本計画に位置付けた施策については、総合計画及び各種分野別計画と連携

して推進するとともに、ＰＤＣＡサイクルによる進捗管理を行います。 

また、基本計画、県地域計画、総合計画等の見直しや社会情勢の変化等によ

り、必要に応じて計画の見直しを行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総合計画等 

との連携 

＋ 

継続的な改善 

Ｃｈｅｃｋ 

（評価） 

Ｄｏ 

（実行） 

Ｐｌａｎ 

（計画） 

Ａｃｔｉｏｎ 

（改善） 
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資料編 

資料１ 

 

重要業績指標一覧 

 

＊第７次総合計画に掲げる指標のうち、本計画と関係性のあるものです。 

＊令和４（2022）年度以降の指標は、第８次総合計画の策定状況を踏まえ設定します。 

   指標 
基準値 

平成２６(2014)年度 

目標値 

令和３(2021)年度 

２ 産業・観光 

企業立地累計件数 － ３６件 

創業支援事業計画における 

年間創業者数 
６５人 ７０人 

新規高卒就職者の市内就職率 ３２．６％ ４０．０％ 

中小企業創業支援補助金 

年間届出件数 
１６件 ２３件 

人材育成セミナー 

年間受講者数 
８５人 １００人 

認定農業者数 ２２３人 ２４０人 

農産物年間販売額 ２８億円 ３１億円 

認定農業者の農地集積率 ３７．０％ ６５．０％ 

年間新規就農者数 ４人 ６人 
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主要園芸品目の年間販売額 １６．２億円 １９億円 

４ 都市基盤 

市街化区域面積 ３，１８７ｈａ ３，２１７ｈａ 

土地区画整理事業換地処分 

面積 
７４６ｈａ ７８５ｈａ 

土地区画整理事業施工中地区

道路整備率 
２９．７％ ４１．８％ 

道路整備延長 ７８４．８ｋｍ ８０５．８ｋｍ 

舗装改良延長 １，１２９．１ｋｍ １，１３６．１ｋｍ 

都市公園整備箇所数 １２３か所 １２８か所 

都市公園整備面積 １８２．９３ｈａ １８４．０３ｈａ 

一般排水路等整備延長 ７１４．４ｋｍ ７１９．３ｋｍ 

老朽鋳鉄管の更新 １４，７５０ⅿ ３０，８５９ⅿ 

５ 環境・安全 

住宅用省エネルギー対策 

エコポイント累計交付者数 
１３７人 １８４人 

公害苦情・相談年間件数 ７３件 ４５件 

汚水整備面積 ２，８２８ｈａ ２，８７４ｈａ 

雨水整備面積 １，６４６ｈａ １，６５５ｈａ 
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管渠改築延長 ８，７５４ⅿ １４，５１４ⅿ 

防災リーダー認定者数 １，５２１人 ２，１４０人 

住宅用火災警報器の設置率

（世帯数） 

５６．０％ 

（３４，２５９世帯） 

８０．０％ 

（４８，９００世帯） 

Ｅメール消防防災情報 

配信者数 
１１，７３１人 １４，４００人 

６ 都市経営 

ホームページ年間アクセス数 １，７０６，０００件 ３，４５６，０００件 

市営住宅住戸改善戸数 ９３戸 ２６２戸 
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資料編 

資料２ 

国土強靭化関係交付金・補助金に係る個別事業実施計画 

＊計画の内容は、事業の進捗状況等の事情により、変更となる場合があります。 

＊総事業費は個別事業計画等に基づくものです。個別事業計画等において、総事業費が  

定まっていない場合は、「－」表示としています。 

（令和２（2020）年１２月末現在） 

施策分野 項目 事業名 
①対象箇所 

②事業期間 

総事業費 

（千円） 

取組 

主体 

都市基盤 
住宅・建築物の

耐震化 

住宅・建築物安全

ストック形成事業 

①足利市内 

②平成２０年度～ 
－ 市 

都市基盤 空き家対策 
空き家対策推進 

事業 

①足利市内 

②平成３０年度～ 
－ 市 

都市基盤 市街地整備 
大日西土地区画整

理事業 

①大日西地区 

②平成１６年度 

～令和１１年度 

6,000,000 市 

都市基盤 市街地整備 
中央土地区画整理

事業 

①中央地区 

②平成１７年度 

～令和１１年度 

4,500,000 市 

都市基盤 市街地整備 
山辺西部第一土地

区画整理事業 

①山辺西部第一地区 

②平成６年度 

～令和９年度 

13,300,000 市 

都市基盤 市街地整備 
山辺西部第二土地

区画整理事業 

①山辺西部第二地区 

②平成１０年度 

～令和２５年度 

25,800,000 市 

都市基盤 

都市経営 

市街地整備 

社会資本等の老

朽化対策 

足利市都市公園安

全・安心対策事業 

①８７公園施設 

②令和２年度 

～令和６年度 

352,000 市 

都市基盤 
交通結節点への 

連携強化 

市道樺崎田沼通り 

道路改良事業 

①樺崎町 

②平成２３年度 

～令和４年度 

117,000 市 
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都市基盤 
交通結節点への 

連携強化 

市道五十部町４号

線道路改良事業 

①五十部町 

②平成２４年度 

～令和６年度 

660,000 市 

都市基盤 
交通結節点への 

連携強化 

市道江川利保通り 

道路改良事業 

①利保町 

②平成２８年度 

～令和７年度 

440,000 市 

都市基盤 
道路の防災・ 

減災 

橋梁長寿命化修繕

事業 

①足利市内 

②平成２５年度～ 
－ 市 

都市基盤 
道路の防災・ 

減災 

道路メンテナンス

サイクル事業 

①足利市内 

②平成２５年度～ 
－ 市 

都市基盤 
道路の防災・ 

減災 
舗装維持修繕事業 

①足利市内 

②平成３１年度～ 
－ 市 

環境・ 

安全 

災害廃棄物等 

処理体制の整備 

浄化槽設置整備事

業 

①足利市内 

②平成２９年度 

～令和５年度 

312,000 市 

環境・ 

安全 

避難所の感染症

対策 

市立小中学校トイ

レ改修事業 

①市立小・中学校 
 
②平成２９年度～ 

－ 市 

環境・ 

安全 

下水道施設の耐

震化等 

汚泥処理棟耐震化

事業 

①水処理センター 

②令和３年度 

～令和４年度 

－ 市 

環境・ 

安全 

下水道施設の耐

震化等 

ストックマネジ 

メント計画事業 

①足利市内 

②令和３年度 

～令和７年度 

－ 市 

都市経営 
社会資本等の老

朽化対策 

公営住宅等ストッ

ク総合改善事業 

①市内市営住宅 

②令和３年度 

～令和７年度 

－ 市 
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